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総務委員会 

平成30年11月2日（金） 

午前10時30分～午後4時20分 

議会第1会議室 

【出 席 委 員】山下伸二委員長、宮﨑 健副委員長、富永明美委員、川原田裕明委員、

重松 徹委員、野中宣明委員、江頭弘美委員、千綿正明委員 

【欠 席 委 員】なし 

【委 員外議員】西岡真一議員、松永幹哉議員、白倉議員、中山議員、山下明子議員 

【執行部出席者】 

・総 務 部 池田総務部長、三島総務部副部長兼総務法制課長 

         

【案    件】 

・所管事務調査等について 

 

○山下伸二委員長 

それでは、ただいまから総務委員会を開催いたします。 

まず、テレビカメラの撮影の申し出があっておりますけどもいかがいたしましょうか。 

はい。それでは、テレビカメラの撮影を許可いたします。 

本日は、先日の委員会で調査を行うこととしました所管事務調査について委員間協議を

行いたいと思います。 

所管事務調査を行うに当たっては、1 点目に、所管事務調査を行う事項、2 点目に目的、

3 点目に方法、4 点目に期間を議長に事前に通知しなければならないことになっておりま

すので、この 4点について、まず決定させていただきたいというふうに思っております。 

まず 1点目の事項について、各委員の皆様の御発言をお願いしたいと思います。 

○千綿委員 

このことの大もとの背景としましては、平成 29 年度の決算が不認定になったと。その

原因として、富士小学校の体育館の事前改修っていうのが大きな問題になりまして、説明

が二転三転したということが大きくありまして、この間の佐賀新聞と西日本新聞を見ます

と議会で言っていることがまた変わったようなところもありますので、もう大変重要なこ

とだと思いますので、まず調査範囲として、富士小学校体育館事前改修工事に関する諸種

調査ということでしていただければ助かるなと思います。 

○江頭委員 

私もいろいろ考えたんですが、所管事務調査のやり方っていうのは、いろいろこう大き

なところから入っていくやり方とかいろいろあると思うんですけれども、今回の件に関し

ては、やはり 1 つの事項に絞ったほうがいいかなっていうような気がします。というのは、
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やはりこれ、29 年度決算の不認定につながった案件ではありますけれども、それとこの所

管事務調査というのは、やはりきちっとした区別じゃないですけれども、分けるべき事項

かなと。 

そういう意味では、ある程度絞った形で、今千綿委員が言われるように、この件に関し

ても体育館の事前改修ということについて絞った調査のほうがわかりやすいのかなという

ところがあると思いますので、私も千綿委員の意見に賛成です。 

○重松委員 

私は当初、やっぱり大きなテーマというか、事項で持っていったらどうかなと思って、

所管の決算の執行状況ということでもっと深く掘り下げて、ほかにいろいろなことが出て

こないか、そういったことで考えておりましたけども、やはりテーマは絞ったほうがいい

と思いますので、やっぱり富士小学校の改修に伴う、そういった事例の調査、千綿委員と

同じような形で進んだほうがいいんじゃないかなと思います。 

○川原田委員 

私も同様でございまして、今 3 名の方から発言されましたように、この富士小学校の体

育館、ここにやはり絞ってきちっと――それに関連する事項もかなり出てくるんではない

かなと思いますけれども、やはり範囲をあまり大きくやっていきますと非常にわかりづら

い、そしてまた、やりにくい部分も出てくるんではないかということで、先ほど 3 名の方

が言われましたように、それには賛同していきたいというふうに思います。 

○野中宣明委員 

私も千綿委員の御提案の中身でいいかと思います。 

ただ、この調査を続けていく中でいろいろ関連づけたものがかなり出てくるんじゃない

かなっていう形で思っているんですけれども、そういった中では関連した部分に関しては

制限なく、これはもう体育館改修にかかわることということの前提の中で調査をすべきじ

ゃないかなというふうに考えています。 

○富永委員 

私の会派のほうでも話をしましたところ、皆さんおっしゃるように富士小学校跡地体育

館事前改修に伴う調査ということでいいのではないかと思います。 

ただ、皆さんおっしゃるようにいろんなところで細かいところに波及して関連していく

部分もあったり、例えば入札とか流用もあったり、またその段階で突き詰めていけばいい

のかなと思っています。 

○山下伸二委員長 

それでは、委員の皆様から富士小学校跡地の体育館の整備に係るところに事項を絞って

いいと。 

今、千綿委員のほうからは事前整備という言葉だったんですけれども、事務事業という

くくりからいくと、富士小学校跡地の体育館整備事業のほうがいいのかなと思いますので、
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よければ事項については、富士小学校跡地体育館整備事業ということで。もう一度言いま

す。富士小学校跡地体育館整備事業。 

○千綿委員 

確認なんですが、調査範囲をそういった形で体育館だけにしてしまうっていうことは、

一つの意図ではあるんですが、今回の調査の中で、例えば、流用がどのくらいあったのか

とかいうことも聞きました。もちろん関連しているので大丈夫だと思うんですが、余りそ

こを、例えば、それは体育館じゃないですからということで狭めるということはやめてい

ただきたいと。全体像がわかって、富士小学校の分がこうなんですよと、全体の中の一部

っていうことを、当然ながらそういうことも出てきますので、そこの広がりだけはとめな

いようにしていただきたいなと思うので、いかがでしょうか。 

○山下伸二委員長 

はい、後ほどの目的にも関連してくるんですけれども、事項については体育館というふ

うにある程度絞ったほうが、より調査内容が明らかになるというようなことで事前に正副

委員長で話をさせていただきました。その上で、例えば、目内で流用していますので、ほ

かの整備に係るところとか、富士小学校の跡地全体に係ること、これももちろん委員会の

所管事務調査の中で関連してくれば、そこについては当然、調査の範囲に入ってくるとい

うことで考えておりますので、そこのところは御理解いただきたいというふうに思います。 

それでは、事項につきましては、先ほど申しましたとおり、富士学校跡地体育館整備事

業ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは 2点目の目的について、各委員の皆様に発言をお願いしたいと思います。 

○千綿委員 

これはちょっと先ほどの調査範囲の中でも言いましたが、改修決定の背景と経緯という

のがなかなかまだ明らかになっていないと思っています。ですから、平成 29 年度決算の

審査の中において不認定となった原因である富士小学校体育館の改修工事について、経緯

を含めた全体像をまず明らかにするということが 1 点と、もう 1 点は、どうも話を聞いて

いると職員の業務遂行に関する倫理規程っていうのが何かむちゃくちゃになっているよう

な気がするんですね。ですから、まずそこのところも例えば、市長に報告したり、起案が

1 日で終わっていたりということもありますので、その背景の中にある職員の倫理規程も

含めて、調査の目的としたらどうかと思います。 

○山下伸二委員長 

ほかに何か御発言ございませんか。 

いいですかね。 

今、倫理規程まで踏み込んだ発言があったんですけれども、倫理規程も含めて、例えば、

事務事業の意思決定の過程とかいろんなことが恐らく今から出てくると思いますので、倫
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理規程という言葉をちょっと使いますとそれにとらわれる可能性が出てきますので、大き

くこう、例えば、先ほど事前整備という言葉をいただきましたので、目的の中に事前整備

という言葉を使わせていただいて、富士小学校跡地整備事業、全体の整備事業における体

育館の事前整備についての目的、経過、概要等について、全体像を明らかにし、問題点や

改善点を調査していくと、そういった、整理をさせていただいいて、掘り下げていく中で

こういう項目について…… 

○江頭委員 

ちょっと委員長、余りまとめ過ぎるというか、皆さんの意見やっぱり聞かないと。 

それをやるんだったら、出してくださいよ、たたき台を。そうしないと言葉だけを追う

のにも書くのにも必死だから、やっぱりその辺はたたき台があるなら、たたき台に基づい

て、私たちもきっちり意見を出しますから。そうしないと、言葉のやりとりだと間違うか

ら。これは、目的は、きちっとやっぱりやらないといけないですから。 

○山下伸二委員長 

目的は文言として整理をして出させていただきますけども、今千綿委員から御発言があ

ったので…… 

○江頭委員 

千綿委員の言葉だって筆記できないんですよ、正直のところ。だから、その辺はきちっ

としないと、一番重要なところだから。もっとゆっくり。ペーパーがあるんだったら文面

を出してもらわないと追えないですよ。 

○山下伸二委員 

紙はないです。 

○江頭委員 

なかったらゆっくりお願いします。ちょっと筆記しますので。 

○山下伸二委員 

これは、平成 27 年の総務委員会とそれから平成 28 年の建設環境委員会の所管事務調査

に関する文書について、皆さん事前にお渡ししていた分については御一読いただいている

と思うんですけれども、この文言整理をして議長に事前通知をする必要があります。 

その文言を整理するのはきょうなんですが、まだ文書はできていません。きょう皆さん

から意見をいただいて、口頭でこういう方向でどうでしょうかということ、こういうこと

をつけ加えたほうがいいということであれば、それを入れさせていただいて、あと方向性

として一致するのであれば、それは一旦休憩してペーパーに起こして皆さんにお諮りして、

またするという方向がありますので、きょうその文面を出したほうがいいということであ

れば、もう少し皆さんから――先ほど千綿委員からありましたので、こういったことを入

れたほうがいいということがあれば、口頭で…… 

○千綿委員 
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委員長、先ほど江頭委員が言われたのは、僕の意見に対して委員長がまとめにかかった

から、皆さんの意見を聞いて、ある程度の意見が出た後でまとめるんだったらいいんだけ

ど、1個 1個まとめていたらまとめにならんわけですね。 

僕が何でこの倫理と入れたいのかっていうのは、結局、目の流用は法律上認められてい

るわけですよ。ただ、職員の倫理の中でやっぱりちょっとおかしいことがあっているんじ

ゃないかなという疑念があるんで、わざと倫理ということを出しています。ですから、法

律上おかしいとか言っているわけじゃなくて、その決定過程が、報告が二転三転する、そ

してなおかつ議会に言ったことが後でまた変わる、そういった倫理の部分はどうなのかっ

ていう部分が大きいと思うんですよ。何かの法律に抵触しているからっていうことじゃな

いです。ここは、あくまでも職員の仕事に対する倫理感の部分というのは非常に大きいと

思いますので、私は倫理感という言葉を使ったんですね。だから、ここを入れないと、例

えば目の流用ができますよっていうのは、自治法上認められているわけですから、これは

逆に調査範囲にするのもおかしいし、逆に言ったらですね。だから、この決定過程を明ら

かにして、そして、おかしくなかったのかっていうことをやっぱり確認する必要があるん

で、この倫理っていう言葉を入れているわけですよ。 

だから、そこは皆さんの意見を聞いていただいて、その中で最後に委員長がまとめてい

ただけば助かるなと思います。 

○山下伸二委員 

先ほど千綿委員の発言に対して…… 

○江頭委員 

基本的なことだけど、目的っていうここの部分においては、今までの所管事務調査の中

で文章化してきているので、1 と 2 とか、今例えば、改修工事の全体像、経緯を含めての

全体像という話と 2 つに、その職員の倫理ということに対する部分との 2 つを文章化する

ということはいいわけですよね。目的の中に 1 つだけじゃなくて 2 つ、3 つ入れることは

いいのかな。 

○山下伸二委員長 

それはいいと思いますよ。いいと思いますよ、目的は。 

○江頭委員 

大丈夫ですね。 

ということであれば、そういう文章のつくり方っていうのは、2 段階……ちょっとまあ、

職員の倫理ね…… 

○野中宣明委員 

倫理ということに関連してなんですけれども、基本的に公務員、いわゆる市の職員、す

べてそうなんですけれども、事務規定というか、事務分掌の中にきちっと定められた中で

仕事をされていると思います。それが、きちっとそのルール上に仕事が、行政として手続
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きまたは取り組み方をやっているかどうかっていうのが、それが当てはまっているのか、

それともそれているのかっていうところで、通常の、例えば処分であったりとか、そうい

ったものが出てくるかと思いますので、そういったのも含めた形なのかなと僕はちょっと

今認識をしたんですけど。倫理ということでのお話を聞いた中ではですね。私は、そうい

うことでの、業務の中でどうだったかっていうところはやはり知る必要があるのかなと思

います。 

○山下伸二委員長 

千綿委員が一番最初に言われたのは、そのルールとか、法律上は逸脱をしてないんだろ

うけれども、それ以前の倫理というものという捉え方をちょっとしたんですけれども、先

ほど野中委員が言われたのは、ルールに基づいてるか、ちょっとニュアンスが違うんです

ね。 

○千綿委員 

例えば、国家公務員は倫理規程っていうのがあります。地方公務員があるのかどうか私

もちょっと調べていないのでわからないんですが、多分準じてあると思うんですね。例え

ば国家公務員の倫理規程に準ずるとかいう、そういうのがあると思うので、当然、野中委

員が言っている事務分掌とか、部長の権限だとか、課長の権限いろいろ定められています

よね。それも 1つ倫理の中のルールという意味ではルールです。 

ただそのルールに逸脱して行われた可能性が否定できないので、僕は倫理という言葉を

使ったということです。だから、それは当然そこに含まれています。 

○山下伸二委員長 

今意見を聞いていますと、体育館の事前改修に至った経緯だとか概要について、まず全

体像を明らかにしたいということと、それを行うに当たって市職員の倫理規程なりルール

なりに基づいた業務遂行が行われていたのかという、この大きな 2 項目が今、案として出

ていますけれども、ほかに皆さんから何かございませんか。 

○川原田委員 

今意見が出ています倫理規程、倫理がどうのこうのというのは、ちょっと私も詳しくわ

かりませんけども、今回のこの件に関しては、非常にこの委員会で議論を進めていく中で、

かなりトップダウンでやられていると。そういうところに非常に問題点が発生しているん

ではないかなというふうなことを感じるわけですから、そういう点を踏まえていくと、や

はり職員の倫理、こういうこともやはり関連してくるのかなと。 

要するに遂行していく中で非常に、何といいますか、やれって言われたからやったと。

もうルールも無視なんだということを感じざるを得ない。そういう中で、やはりその辺も

きちっとやっぱりこの委員会の中で、所管事務調査の中でやっていかないと。 

この富士小学校の体育館の件だけではなくて、今後のいろんな市の事業に関しても、そ

ういうことをやられたら、これは大変だと。やはり市民の皆さんが納得するような形で市
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の事業を進めていかなければならない。そういうことを考えると、やはりそこまで踏み込

んでやっていく必要もあるのかなというふうに思うところがあります。 

○重松委員 

聞いておりますと、やはり違法支出とか、再発防止とか、それとかやっぱり政策の変更、

また責任の所在の明確化、これは絶対必要だと思うんですね。当然これは職員の権限の中

において、やっぱり職員の倫理も絡んでくると思うので、これは必要じゃないかなと私は

思います。 

○野中宣明委員 

先ほどルールということでお話しさせていただいて、基本的にそのルールぎりぎりとか、

ルールに一部踏み込んだ形でぎりぎりセーフとか、そういったのは、そのルール上で見て

マルかバツかなんですけど、今一番市民から見た場合にどうかなっていうのはやはり、道

義的な部分なんですね。だから監督責任であったり、そういった立場の中で、どうその仕

事をしたのかっていう――ルール上はいいかもしれない、でも道義的にどうなんだってい

うところが、やはり少し含みを持たせた形での倫理というところで捉えたほうが非常に見

やすいのかなっていうふうには思っています。 

だから、ルールもきちっと見ていきながら、でも、ルールの中から少し逸脱した部分で、

じゃあ、道義的にどうなんだというところも含めて、責任という部分はやっぱり見ていく

必要があるのかなと。 

○山下伸二委員長 

そうなると、先ほど野中委員は、ルールという言葉を一番最初に使われたんですけれど

も、もう少し広げて倫理とか、そういう表現のほうがより広いところで調査ができるかな

という、そういう御発言ということでよろしいですか。 

○野中宣明委員 

はい、そのほうが市民にとってはわかりやすいと思います。 

○山下伸二委員長 

そうしましたら、ちょっと整理させていただきますけれども、まずは、富士小学校跡地

の体育館、この事前整備についての概要、経過等について、まず全体像を明らかにして、

問題点や改善点を調査するということがまず 1 つ、もう 1 つは、こういう業務が行われる

過程における、市職員の業務遂行における倫理のあり方と、こういったところの 2 項目が

今出ていますけれども、この 2項目以外に何か目的とするところはないでしょうか。 

恐らくこういう書き方をしておけば、かなり事前の、話があったところからどういう業

務遂行がされたのか、その中でどのような力が働いたのかとか、かなり広範囲にわたった

調査ができると思いますので、そういう文言の整理をさせていただきたいと思いますけれ

ども。 

そうしましたら、3 番の方法と期間までちょっと行かせていただいて、一旦文面の整理
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のため休憩をとりますけども、方法につきましては、もうこれも方法は、ちなみに今まで

行われた所管事務調査では、関係課の説明及び委員間協議と。これが方法でございますの

で、これも関係課から説明をいただきながら委員間の協議をしていくということで、これ

でよろしいですか。 

○千綿委員 

畑瀬副市長がこの間、佐賀新聞とか西日本新聞に言われたことは、実は総務委員会でも

言ってなかったことを言われているわけですね。私個人的には、正直、畑瀬副市長の言う

ことは信じられません。ですから、畑瀬副市長の総務委員会への招致っていうのは、参考

人になるかどうかわかりませんけども、私は要らないと思っています。来てほしくない。

というのは、言っても信じられないから。もう二転三転するは、後からどんどん出て来ま

す。要は、僕は職員から聞けば問題は足りると思っていますので、逆にもし、こういうこ

とを言いたいというのであれば、文書で提出していただきたいと個人的には思っています。 

○江頭委員 

要は、ずっと所管事務調査をしていく中において、いろんな質疑をする中で、まずは、

この問題に対して、脇からじゃないけれども、職員の皆さん方の意見を聞く。でも最後ま

で聞かないということじゃないですよね。あくまでも最後には、畑瀬副市長の――そうい

うことなんですよね。一切ここに、ということじゃないということですよね。 

○千綿委員 

私は個人的な意見を言ったので、後は委員会で決めてやっていくので、もちろん呼ぶっ

てなったら従いますよ。 

○江頭委員 

いや、だから、そういう申し入れに対して、今確認をしたと。やはり呼ぶべきときは、

きちっと呼ぶということの認識でいいんですねっていうことを言っているわけです。 

○重松委員 

やはり方法っていうのは、形的なものとしてはやっぱり事情の調査とか、資料の提供で

すね。または、意見を求め、あるいは現地に出向いて資料収集と一環として事情を視察す

るとか、そういった形だと思うんですね、そういう調査方法というのは。それでいいんじ

ゃないですかね。 

○江頭委員 

私も、例えば副市長がいる、そして、関係の担当職員がいるのは、非常にやっぱり話し

づらい、そのところはやっぱりあると思うんです。こういう所管事務調査になって、深く

掘り下げていく中でですね。だから当然、最初は職員の皆さん方のいろんな関係のところ

からやっぱりやっていくっていうのも一つの方法かなというふうに私も思います。 

○川原田委員 

千綿議員は非常に過激な発言をされていますけれども、私も、やはり必要に応じて来て
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いただくと。ただ、やはりこの調査をする段階でやっぱり職員の皆さんにお伺いしなくて

いけないというときは、もう今まで委員会で見ていておわかりかと思いますけども、ほと

んど副市長の顔色を見ながら、ちらちらしながら発言をされているというところで、それ

ではやっぱり、なかなかこっちが意図するところをお聞き出せないだろうということで、

私は、千綿議員のもう要らないとか、そうではなくて、臨機応変に必要に応じて来ていた

だくというふうな形でいいんじゃないかなと思いますけれども。 

○山下伸二委員長 

はい、今意見をいただきました。 

委員会を開催するに当たって、どういう説明をどこから求めるか、これは委員の皆様に

お諮りをしながら、きちっと調査ができるようにしていきたいと思っていますので、一番

最初からこの方は呼ばないとか、そういう縛りはかけずに、きょうは決定をさせていただ

きたいと思います。 

それで、先ほど関係課というふうに言いましたけども、場合によっては副市長に来てい

ただく場合もあるというふうに思いますので、関係課ではなくて関係者、関係者の説明及

び委員間協議というふうにさせていただきたいと思います。すいません。 

それから、期間なんですけれども、きょうは委員間協議のみで、できれば次回から執行

部を呼んで説明をさせていただきたいと思っていますけれども、まず、期間が次回、総務

委員会の所管事務調査を開く日にちからになります。それでまず、1 回目に皆さんにどの

ような説明を執行部に求めたいかということの御意見をいただいた上で、次の委員会がど

れくらい開催できるのかということを決めたいと思いますので、まず 1 回目、執行部に来

ていただいて説明を求めるに当たって、どういった内容を皆さんとして聞きたいのか、御

意見をいただければと。 

○千綿委員 

その前に、期間ははっきり言って、どのぐらいかかるかわからないんですが、ただ、僕

は、これだけ新聞に載って、後援者から、会う人会う人から言われるのは、どうなってい

るのかと、議会は何をしているのかという意見をいただきます。ということは、もうこれ

早急に、1 週間おきにでもやっていかなきゃいけない問題だと私は思っています。よく言

われるのは、これでうやむやで終わったら議会いらんぞという部分で、私は非常に危機感

を持っていますので、ぜひ、できれば 1 週間ぐらいのサイクルでやっていくっていうのを

まずもっていただきたいというのが 1 点と、実は、委員会審査の中で、一番最後に出てき

た耐震改修、これについては何も議論してないんですよ。あの 288 万円の。 

私が最後言ったときに、結局 2,800 万円と言っていたのが、288 万円プラスになって

3,080 万円ぐらいの金額になったわけですが、それ以降の、そのときの、例えば、起案書

とか見積書、仕様書、契約書、図面等は何も提出してもらってないんですね。 

それともう 1 点は、二転三転している経緯。例えば 12 月 11 日に畑瀬副市長、当時の総
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務部長は、竹原社長たちとお会いになったということが大前提で僕たちはずっと議論して

きていました。でも、この間の西日本新聞とかは、いやいや 10 月かもしれない、メモが

出てきて 10 月と。そんなことがあっているわけだから、今執行部のほうも調査をされて

いると思います。当然、決算が不認定になった時点で、執行部としては、地方自治法にの

っとって議会に報告しなければいけません。そして、その後のことは出てくると思うので、

当然、資料は作成されていると思うので、私はこの耐震設計に関する、さっき言った資料

等を早急に、できればきょう、あると思うので出していただきたいというのが 1 点と、そ

の経緯。 

この間言われた――何か新聞によりますと、最初は総務部長と秘書課で会ったと言われ

ていたのが、県も一緒だというふうな記載もありました。もう全部その経緯には、誰と―

―肩書きです。県なら県の肩書と、名前と、誰と誰と誰が会ったと。それで業者にも会っ

たことは全部書いていただきたい。その一連の経緯をまず出していただかないと、議論で

きないです。前の前提は 12 月 11 日会ってということを前提に議論していましたので、そ

うなると変わってくるわけですね、実際言って。 

そういったことも含めて考えると、まず、その資料請求を早急にしていただいて、でき

ればきょうでも欲しいんですけれども、欲しいのが 1 点と、まずは、前回、総務委員会の

決算で、最後に出た耐震補強の件については。資料を出してほしい。もう今ある分を全部。 

経緯は多分つくっていると思うんですよ。当然調査は執行部としてもされていると思う

ので、あると思うので、それもきょうぜひ。それがないと議論ができないんですよね。 

○江頭委員 

私もきょう時間が許すのであれば、今千綿委員が――要するに次の 2 回目からが所管事

務調査のスタートっていうことであれば、もちろんその耐震に関する、これはもう一切出

ていませんので、やはりその資料当然あると思うんですね。今までの改修の部分もそうい

うところを出してもらっていますので。ですから、その部分と、やっぱり先ほどの経緯の

最新版、当然ここが、時系列の部分がやはり一番の問題点にやっぱりなってきますので、

きょう出せるのであれば、時間が許すのであれば、それをもらって、そして、次の会議に

臨むっていうのがスムーズにいくことかなと。 

2 回目のときにもらうと、もらって、それをやはり見る時間も――ここで、それをずっ

と見ながら質問というのは非常にやりづらいところもありますので、やはりその辺は、き

っちり私たちも資料を読みこなすという意味においても、きょう出せる部分はやっぱり出

して――要求をしたいと思います。 

○野中宣明委員 

私も賛成です、その 2つに関して。 

10 月 31 日の西日本新聞の記事内容にも担当者のメモとか出ているので、市議会にまと

めて報告したいっていう、副市長がコメントされていますので、あると思いますので、経
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緯についてはもうすべて、先ほど、千綿委員が言われたように、いつどこで、誰と誰と誰

が何をしたかっていう、もう明確にそこまですべて漏れなく出していただきたいと思いま

す。これは、後でまた出してきたら、議会が混乱しますので、とにかく漏れなく出してい

ただきたいというのが 1つ。 

それと、耐震についても私もそう思います。最後に出て議論ができていない部分ですの

で。 

私は、具体的にちょっと資料名を言いたいと思いますけどいいですかね。資料請求の中

身をちょっと具体的に申し上げてよろしいですか。 

まず、耐震補強設計業務委託ということで、この分の 1 つが起案書です。2 番目が見積

書書、3 番目が仕様書、4 番目が契約書、5 番目が耐震診断報告書、6 番目が図面です。そ

れと 7番目に工事……。 

○山下伸二委員長 

ちょっと待ってください。耐震診断報告書の次は何だったですか。 

○野中宣明委員 

6 番目に図面です。7 番目に工事検査の関連資料。一応大もとではちょっとこの 7 つを

要求したいと思います。これ以上にまだほかにあったら、もうすべて関連資料は一式で漏

れなく出していただきたいということで要求をしたいと思います。 

○山下伸二委員長 

そうしましたら、今委員の皆様からは、とりあえず経緯、要はこういった改修に至った

経緯をきちっと出してほしいということと、耐震診断が前回の決算審査の折、一番最後の

ほうに実は別にあったということで、その工事が本当に正確に、的確なされているのかと

いうことを、この 2つのことが、今、委員の皆様から出されています。 

やり方としてなんですけれども、まず全体を出していただいて、その中から委員の皆様

からこことここを先にやっていこうという方法が 1 つあると思います。今あったのは、ま

ずは経緯と耐震診断についてやりたいということなので、まずそこだけをピックアップし

てやっていくという方法もあると思いますけれども、これ、どちらのほうがよろしいでし

ょうかね。まず、今、資料請求が経緯と耐震工事に係ることですので、まずそこの資料を

出していただいて、そこからしていくのがいいのか、それとも、例えばすべての一連のや

つを全部出していただいて、説明を受けてからこことこことここを先にしたほうがいいよ

ねっていうやり方もあると思うんですよね。 

ただ、今のやり方でいくと、まずは経緯を出して、経緯のところを確認していくので、

例えば、じゃあ、職員の倫理とか何とかっていうことについて、どこでやっていくのかっ

てことがありますので、まずポイントをそこに絞ってやっていくのかどうか、その辺につ

いてはどうですか。 

○千綿委員 
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すべての基本になるのは経緯だと思います。いつ誰と誰が会ってどうだったっていう部

分の一番最初の経緯が見えないと、どこが問題なのかもわからないんですよ。例えば、さ

っき言った耐震補強工事なんかは、かなり後から出てきたので全く中身が見えない。だか

ら、実際は時系列をまず見て、そして今まで言った説明、二転三転していますけれども、

私もこの間の総務委員会の時は、余りにも突っ込みどころが多過ぎて、正直頭がぐちゃぐ

ちゃになったので、まずはその経緯と耐震の一連の関連の資料を出していただかないと、

全体像をまずは私たちも描けないし、どこが問題なのかもわからないので、何を議論しよ

うかといのは、それが出ないとなかなか言いにくいというのが現状だと思います。 

○山下伸二委員長 

わかりました。おっしゃるとおり、まず経緯を追っていかないと、どこでどういう意思

決定が行われて、どういうふうに工事が行われたのかもわかりませんので、まずは、それ

では、一連の富士小学校の体育館の事前整備に係る経緯、要は日程を追っていったもので

すね。この間の決算審査のときに、こういったＡ4 の 1 枚の紙を出していただきました。

それ以外にも、新聞報道等でもいろいろ書かれていますので、すべて、これに係ることに

ついては、恐らく執行部のほうも一定の整理はしていると思いますので、ここで休憩をい

ったん…… 

○千綿正明委員 

その前に 1点だけ。 

実は、流用元が市民会館の解体工事なんですね。解体工事なんだけど、昨年の 6 月 23

日の総務委員研究会で――これ当初予算では市が解体して民間に売却ということになって

いましたが、6 月 23 日の説明ではとりあえず民間がやることになりましたと、6 月 23 日

の総務委員研究会で報告しているわけですね。通常であれば、その 8,500 万は 8 月定例会

で、補正で減額するのが普通なんですね。ですが、されていないんですよ。 

だから、そこを流用して富士小学校体育館が改修されたということもあるので、できれ

ば、その市民会館の流用元の経緯も含めてお願いできないかと思います。というのは、そ

の流用元がもともと 8 月定例会で減額補正されていたら流用するものがないです。という

ことを考えれば、例えば、その市民会館の解体費が当初予算に載った経緯とか含めて――

そして 6 月 23 日総務委員研究会で説明して民間でいきますと言ったけども減額されてな

いわけですよ。それはどう考えてもおかしいわけですね。通常補正で減額補正するじゃな

いですか、6 月 23 日にわかっていたら。研究会で説明までしているんですから。それが実

際は、減額補正されてないんですよね。 

だから 6 月定例会では間に合わないので、8 月定例会で当然減額補正されるのが、本来

の姿だと思いますので、そこまで流用元である市民会館のやつの経緯まで。それは後でも

結構です。すぐには用意されないかもしれませんので、それは後でも結構なので。 

○山下伸二委員長 
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それは、市民会館の工事が民間でやるということで不要になったわけですね。その分が

例えばその不要と判断した時期とか、そういったものについても先ほど資料請求のあった

経緯の中、そういったものの中に入れたほうがいいですかね。 

○千綿正明委員 

それを入れたら時間がかかるので、今あるやつは出していただいて、市民会館に係る分

は別枠で結構です。別枠で結構なのでそれを出してくださいと。 

○野中宣明委員 

確認ですけど、そしたら先ほどの市民会館の流用というのは、ちょっとこれはもう切り

分けて、できた時点で資料を提出していただく形で、私もそれでいいかなと思うんですけ

ど、先ほどの経緯とこの耐震補強設計業務委託に関しては、これは速やかにちょっと出し

ていただきたいと思っています。 

委員の皆さんはどうかあれなんですけど、私は待って、今日にでも出していただいて、

やっぱり読み込んで次の委員会に備えたいなと思いますので、速やかにお願いしたいと思

います。 

○千綿正明委員 

実は、さきほどの市民会館の解体費なんですけど、あらかたのスケジュールは 6 月段階

で出ているんですよ。あらかたですね。だから、もし、すぐにでも出せるというのであれ

ば、すぐにもらいたいということです。すみません、後でいいと言いましたけど、あるん

だったらすぐ出していただきたい。お願いします。 

○山下伸二委員長 

ちょっとそこら辺もポイントになってくるかなというふうに思っていました。いつの時

点で流用を決めたのかっていうことですね。それから市の設備の全体の中でやっています

ので、それは、もし今資料としてあれば、出していただくようにちょっと請求をしてみた

いと思いますけれども、執行部が今どのような資料整理をしているか、今から委員の皆さ

んからの発言を受けまして、執行部のほうに資料請求をまずいたします。 

今ある分だけでもその中身を確認したいということですので、その資料の提出並びに説

明ができるかどうか、それから、もし今日出せない部分はいつごろまでに出せるのかと、

ちょっと執行部との調整が必要になってきますので、先ほどお話をいたしました所管事務

調査の案ですね、事項、目的、方法、期間、これを文書として皆様にお示しさせていただ

きますので、それをお示ししてからの話だと思いますので、一旦ここで休憩をさせていた

だきたいと。 

○千綿正明委員 

委員長、さっき説明と言われましたが、説明は要りません。あくまでも資料だけで結構

です。 

○山下伸二委員長 
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そしたら、資料請求、委員会を開いて資料を皆さんに提示するということですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

分かりました。それでは、次回の委員会の日程を決めなきゃいけませんし、どれくらい

で執行部から今ある資料に加えて、次の新たな資料が出てくるのかというのも確認をいた

しますので、もう昼に入りますので、13 時からにしましょうか。13 時からにさせていた

だければ調整できると思います。 

それでは、ここで総務委員会を一旦休憩させていただきます。 

◎午前 11 時 10 分～午後 1時 00 分 休憩 

○山下伸二委員長 

それでは、ただいまより総務委員会を再開いたします。 

午前中の委員会におきまして、所管事務調査を行う事項、目的、方法、期間につきまし

て、委員間討議を行いました。委員の皆様からいただいた発言をもとに、お手元のほうに

所管事務調査（案）というふうにしてお示しさせていただいております。 

事務局のほうに読み上げていただきますので、御確認をお願いしたいと思います。 

◎議会事務局書記 所管事務調査（案）の読み上げ 

○山下伸二委員長 

期間につきましては、本日もう資料請求をしていますので、本日から所管事務調査を始

めさせていただくということ、それから終わりをいつまでと、極力早目にという意見があ

っておりますので、それを踏まえて対応しますけれども、調査終了までという、こういう

期間の設定にさせていただきます。 

皆さんから御意見をいただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

よろしいですか。 

それでは、この案を取った形で、所管事務調査を行っていきたいというふう思います。 

それから、午前中、委員の皆様から資料請求をいただいておりました経緯と耐震改修の

一連の資料についてございます。 

まず経緯についてですけれども、現在、関係者からの聞き取りを行って、資料の最終の

整理を行っているということで、執行部のほうからは月曜日の夕刻までどうしても時間を

いただきたいということでございました。事前に、どういう中身か私もちょっと見せても

らうわけにいきませんので、それが、皆様に御理解いただけるかどうかということがまず

1点目です。 

それから、耐震改修に関する資料でございますけれども、野中委員から請求があった資

料をすべて出していただきましたけど、これだけの量になります。今出していただいて、

まだコピーがまだ全然進んでおりません。これが起案文書から仕様書、設計書等それぞれ

カテゴリーごとに分かれていますので、調査をしていく中では、これを一応コピーして、

すべてに通し番号を振らないと、途中のページがわかりませんので、一連のすべてのそう
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いった作業を今からしてもらうことになります。 

今ここまで出てきて、まだコピーはしてもらっていませんので、これから資料をコピー

していただきます。これもカラーコピーがありますし、Ａ3 とＡ4 が入りまじっておりま

して、先ほど言いましたように通しページを入れますと、委員の皆様にとりあえずお配り

する 10 部程度印刷するのにも、やはり、2 時間程度時間が欲しいということで、先ほど執

行部との調整をしてまいりました。 

したがいまして、まず 1 点目が、経緯につきましては、来週月曜日の夕刻までに委員の

皆様に資料をお渡しする、これは執行としては必ずその期限を守るということを――実は、

もう少し時間が欲しいということだったんですけれども、それ以上は待てないということ

で、来週の月曜日の夕刻までということで、今、執行部のほうと話をさせていただいてい

ること、それから、これにつきましては、今から通し番号を振って、印刷をしますので、

それまでお持ちいただけるかどうか、その点について、2 点まずお諮りさせていただきた

いというふうに思います。 

○江頭委員 

これはもう執行部に言うことなんだけれども、議会が終わって所管事務調査が始まると

いうことは、もうはっきり執行部はわかっていることですよね。それで経緯の部分、これ

も当然資料請求があるっていうのは当然わかっていることで、僕は、ただここに来て何で

これがきょうできなくて、月曜日の夕方まで期限を設けるって、そこで整理しないといけ

ないとかいうのは、本当にこの間の西日本新聞の記事、そういうところをまたそこで調整

をするのかっていう、その疑惑しかないわけですよね、どう考えても。それが発端で 12

月 11 日のスタートができない、経緯も。そういうようなことがもう一番問題になった部

分だから。 

もうちょっと、打ち合わせ――資料が出せないって、資料をつくって打ち合わせしなく

ちゃいけない、そういうところも本当どうなんだと。ここ二、三日のうちに――千綿委員

からも出たけど、ちゃんと執行部だってこのことについてはきちっと事前的な準備ってい

うのは必要だった――1カ月もあるんですよ、きょうまで。 

私はそういうところですね。何とも言えないなという気持ちに今なっていますけど。 

○千綿委員 

全く同意見で、実際、執行部側は決算の不認定という意味の重大さをわかってないんじ

ゃないかなと思うんですね。ぜひここは、皆さんに一応確認していただいて、委員長から

議長を通じて、もっと真摯な対応っていうのは必要だと思います。当然、執行部側も調査

して、実際あると思っているんですね。 

ただ、31 日でしたっけ、西日本新聞に書かれたようにまた議会で言っていたことが二転

三転しているっていうのを、それを打ち合わせしたいということにしか見えないんですよ

ね。だから、今あるものを、つくったものを出せばいいわけですよ、極端な話。出せない
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ということは、結局打ち合わせをして整合性をとるってしか私たちは見えないわけですね、

もう。 

この間の総務委員会でもそうなんですけど、もう不信感しか私にはありません。全く言

っていることが信用できないし、資料が早急に出せないっていうことはおかしいと、どう

考えてもおかしい。議会を軽視というか、議会を無視しているというしか私にはとれませ

ん。 

ですから、逆に総務委員会として、もっと真摯な態度をとるような形をやっぱり議長を

通じて執行に申し入れるべきだと思います。そうした断固たる態度をとらないと本当に調

査ができるのかっていう、疑念が私にはあります。 

○野中宣明委員 

私も資料請求した立場で申し上げますけれども、月曜日とかは私は無理です。速やかに

出していただくっていうのがもう前提だと思いますし、特にやっぱり今お 2 人からもあっ

たように、私ももう緊張感が執行部ないなというのを物すごく思います。 

やっぱりあれだけきのう、そしてその前と報道が先に出ておるわけなんですけれども、

通常こういう報道が出たならば、これはもう危機感として、用意せんと間に合わんだろう

と、絶対総務委員会でこれ、話が出るだろうっていうのを想定しとかないと。その危機管

理意識とか、緊張感といったものがもう本当に、多分ないと思います。ゼロだと思います。 

だからそういう意味では、委員長に申し上げても大変ちょっと失礼な話なんですけれど

も、私はできれば、ちょっともう、この場に総務部長に今からでも来ていただいて、なぜ

出せないのかっていうのをもう少しちょっと具体的に問いたいと思いますけれども。これ、

ぜひ委員長にお願いしたいと思います。 

○山下伸二委員長 

何かほかに御意見ございませんか。 

先ほど午前中の委員会を終了しまして、執行部のほうに来ていただきまして、話をいた

しました。 

資料の整合性とか最終的な確認ということですので、現段階で出せるものはあるという

ふうに判断しています。ただ、今出していただいて、例えば事実確認がちょっとまだでき

ていなかったということが、後々皆様のまた不信感になるようであれば、それはいけない

と思いましたので、執行のほうからどうしても時間が欲しいということでしたので、その

旨を、委員の皆様にお諮りをしますということで、先ほど執行部とは調整しました。 

それで委員の皆さんにお諮りしましたけれども、今、それでは信用できないということ

でありますので、現段階で出せる資料を速やかに出す、ただし、先ほど言いましたように、

まだ最終的な確認が済んでいないということで出せるということを前提に、もう一度執行

部のほうに正副委員長で申し入れをしてみたいと思いますがよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 
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そしたら、出せる出せないの判断につきましては、すぐ判断できると思います。 

ただ、印刷とかがわかりませんので、一旦休憩をさせていただきまして、13 時半…… 

○野中宣明委員 

すいません、結局その出す出せないっていうところで、今の時点で出せる――だから、

どこまで出せるのか、なぜ、何を出せないのかっていうのをもう少し具体的に出してもら

わないと、やっぱりもう本当に信用がないんですね、私たちと執行部の間に。だから、後

から幾らでも取ってつけたように後出しで出してくると非常にまたつじつま合わせみたい

なのもやっぱり見え隠れしますし、そうなってくるといけないので、少しそこら辺を整理

していただいて、どこの部分の確認が今必要なのか、不足しているのか、出せないという

理由ですね。 

だから、出せるのはどこまでなのかっていうのをもう少し明確に委員長、副委員長でし

っかり問うていただいた上で、またその回答も私たちにいただきたいと思います。そして、

その少し後になって、また後出しだったり、うまくそこら辺が不十分になったら非常に議

論しにくいと思いますので、よろしくお願いします。 

○千綿委員 

 野中委員のおっしゃるとおりで、出せない理由っていうのは普通ないと思うんですね。

例えば、今執行が持っている資料の中で出せない理由というのは、要は整合性をとるため

に日程調整するとしか私には聞こえないんですよ、今までの執行部の説明だと。だから出

せるものは全部出して、出せない理由というのをちゃんと明記しなければ…… 

いやいや、まだ調整していませんとか――調整するものではないじゃないですか、経緯

というのは。あくまでも何月何日に誰とどこでどういう話をしたということを私は出して

くださいって言っているわけだから。それを、メモをもうつくってなきゃおかしいんです

ね。執行部も、それを市長にそういった形で報告書を上げていると思うんですよ、当然こ

の 1カ月間の中で。そうしてなきゃ、逆におかしいと思います。 

ですから、今出せるやつを全部出してほしいなと思います。だから、出せない理由とい

うのは基本的にあってはならないと私は思うんですけど。 

○山下伸二委員長 

いや、出せないということではなくて、最終的な確認をしているので、もう少し時間が

欲しいということだったので、その旨を委員の皆様にお伝えをするということで、今お伝

えしました。だから、現段階で出せるものを出していただくように今から正副委員長で話

をして、例えば、ここの点については、まだ最終的な事実確認ができないとか、そういっ

た説明が必要であれば、それは私どもにはできませんので、執行部に来ていただいて、必

要であればその説明をしていただきたいというふうに考えています。 

その申し入れを今から正副委員長で執行部にいたしますので、一旦 13 時 30 分まで――

もうちょっととったかがいいいかな――45 分までですね。30 分程度、13 時 45 分まで休憩
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させていただきたいと思います。 

その間に、こちらのほうの印刷は始めます。通しナンバーをつけるとまた時間がかかり

ますけども、時間がかかってもすべて通しナンバーをつけるということでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは、休憩いたします。 

◎午後 1時 12 分～午後 1時 45 分 休憩 

○山下伸二委員長 

それでは、ただいまから総務委員会を再開いたします。 

休憩前に皆様に確認しましたとおり、耐震に係る資料につきましては、現在、委員の皆

様の分を印刷しておりますので、お待ちいただきたいと思います。 

それと富士小学校跡地の体育館整備に関する経緯について、資料を求められておりまし

たけれども、現段階の経緯の資料の作成状況について、総務部長のほうから説明いただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○池田総務部長 

今回の件の整理ということで、最初の段階から最後の段階まで時系列の経緯の調整の資

料を今つくっております。それで、昨日からきょうにかけて最終の三役との調整を行って

おります。実は、きょう市長が出張で夕方まで外に出ております。6 時ぐらいから再開と

いうことで言われて、きょう出張に出ておりますので、市長との最終の打ち合わせを経て、

資料は提出させていただきたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○山下伸二委員長 

今市長が 18 時ぐらいに、本日出張から戻って来られると。確認をしていただいて、も

し仮に、次に委員会を再開するとすれば、どれくらいのタイミングで再開できますか。 

○池田総務部長 

午後 8時程度と予定していただければ大丈夫かと思います。 

○江頭委員 

経緯の調整と今言われたんですけど、今まで、この１カ月の間にきょうの総務委員会が

あるということは、もうわかっていたことですよね。何でまた調整――事前にある程度経

緯をはっきりさせるという段階は当然のことでしょうし、私たちのほうから、もう一つき

ちっとした経緯の提出というのは、予想される一番基本的な資料なんですよね。時系列の

非常にわかりづらい中をもう一度って、これは当然要求されるだろうと。そして 1 カ月で

すよ、この期間。その中において、今また新たな調整っていうことが、それは何の調整を

そんなに繰り返さなくちゃつくれないものか――経緯ですから当然公文書の中に誰が訪問

し、誰がっていう、そういうものはきちっと整理されていると。それをただ表にするだけ

ですので、何をそんなに、今までやれていないのかっていうか、やってないんですか、そ
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れすら。きのうから始まっているような言い方したら、違うでしょ。そういうことをきち

っと――またやり始めているって。 

それは、この委員会の委員間の討議でも出たんだけど、31 日、1 日の新聞による報道に

それは関連しているんですか、今の調整っていうのは。 

○池田総務部長 

はい、おっしゃるとおりきょうの日付がわかっておりましたので、順次関係者のほうの

聞き取りをしながら経緯の作成を進めてまいりました。調整する段階で、この人に聞いた

らこうだったけれども、この人に聞いたらこうだったと、齟齬がある場合もありまして、

そこを前後しながら、インタビューをしながら調整をして作成してまいりまして、最終の

三役の話の段階――もうきょうまでに仕上げたかったんですけれども、そこの調整、調整

という言い方をしたら申しわけありませんけれども、そこの了解をここ二、三日で得てい

るところでございまして、市長、副市長の許可を最終、きょうの夕方とるような形になっ

ておりました。 

○江頭委員 

どんな事情があろうが、決算が不認定になっているんですよ、この件で。 

不認定になったこの案件を、あなたたちがどう捉えているのかわからないんですけどね、

三役の調整をきょうまでに行うみたいなね。余りにもこの案件を軽く見ているとしか私た

ちは……これだけの時間をかけて、1 カ月のあれがあるんですよ。その中であなたたちが

やる仕事でこれ本当に大事なことじゃないですか。もう大変なことなんですよ。その自覚

はあるのかと言われますよ。 

きょうぎりぎりの中で、そういう三役の確認をやるなんていうこと自体が、この案件を

どう考えてるんだって言われたって仕方ないじゃないですか。そういう説明――そんな悠

長な問題じゃないでしょう。 

ここまでマスコミもそれから当然部長も職員の皆さん方、職員ＯＢの人たちも物すごい

関心をもって、いろんな声が入っていると思う。本当に決算の不認定って、どういう意味

で捉えてるのか、あなたたちがね。その辺はこういう形で、いや、きょう三役会議って、

どんなにそれはあっても、これが優先されるべき仕事じゃないですか。そこはどうなんで

すか。本当にどういうふうにこの案件を考えられているのか。 

○池田総務部長 

申しわけありません。この 1 カ月この時系列の整理と長時間にわたりました委員会審議

の中での発言の整理、それから、再発防止策ということで同時並行的に進めてまいりまし

て、繰り返しますけどもきょうの日程はわかっておりましたので、きょうまでには何とか

仕上げつもりでおりましたけども、結果的にすいません、市長まで上げるのがここ一日、

二日の形になってしまいました。申しわけありませんでした。 

○千綿委員 
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江頭委員が言われたのと全く同感なんですけど、あなたたちは富士小学校の体育館の決

裁を 1 日で済ませているでしょ。そこは急いでいるわけですね。あなたたちは緊急性と言

われますが、実際、行政用語としての緊急性というのは、市民の人命とか災害とかの分だ

けなんですよ。 

 結局、1 カ月もあったにもかかわらず――市長にも報告しなきゃいけないでしょう、何

でこういうことが起きたのか。まず一番基礎になる基本の「き」じゃないですか、経緯と

いうのは。誰がどうしたというのがわからなければ、市長も判断しようがないでしょう。

上げてないんですか。あなたたちは、執行部として、何でこうなったのかっていう原因追

求をしなきゃいけないでしょう。しなきゃいけないけどやっていないということじゃない

ですか、経緯が出せないということは。そうでしょう。何が問題だったのかっていうのは

経緯がないと出てこないわけでしょう。それに 1 カ月かかって出せないんですか。職務怠

慢ですよ。何でそれで富士小学校だけたった 1 日で起案が通って……相談から 4 カ月弱で

でき上がっているんですよ。あなたたち緊急性と言われますけども、それなら議会の緊急

性はないんですか。 

 1 カ月あったじゃないですか。市長への報告もしているわけでしょう。その一番基礎に

なるのは、この経緯じゃないんですか。池田部長、ずっと審議を聞かれているでしょう。

私たちに何回同じことを言わせるんですか。もうあなたたちは信用ないんです。言うこと

が二転三転しているじゃないですか、はっきり言って。そうでしょう。何を信用しろと言

うんですか。 

 それで、時期も合わせない、きょうわかっていたにもかかわらず。きょうの時期に間に

合いませんで済みませんって、済みませんで済みますか。あなたたち、余りにも議会を無

視し過ぎじゃないですか、市民を。そんな言っていることが二転三転して、そしてその後、

議会に言っていることがまた変わるんですよ。何を信用しろというんですか。間に合いま

せんで済みませんで済みますか。済まないでしょう。みんな時間を合わせて委員会に来て

いるんですよ。そこは何と思っているんですか。市長はそれでいいと思っているんですか。 

 今は電子決裁もあるでしょう。ｉＰａｄは持っていないんですか、市長は。これでやり

ますと言えないんですか。あなたたち電子決裁でしているじゃないですか 1 日で。四十数

人の承諾をとっているでしょう。それはとれて今回三役の調整は終わっていませんって、

三役はいないんですか、今。市長、副市長はいないんですか。副市長は何のためにいるわ

け。市長の代わりをするのが副市長でしょう。市長に言ってもらって副市長の権限で出せ

るか出せないか決めれられるんじゃないんですか。おかしいですよ、言っていることが。

そう思われませんか、部長。 

○池田総務部長 

申しわけありません。 

（発言する者あり） 
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○山下伸二委員長 

 ごめんなさい、今発言されていますのでちょっと待ってください。 

○池田総務部長 

市長のほうも確認をして出すということで確認しておりますので、もう一度市長のほう

に確認をさせていただきたいと思います。 

○千綿委員 

いや、だから言っているのは、三役というのは、要するに市長、副市長でしょう。市長

がいないときは副市長代行でしょう。副市長に見せて、市長これでいきますという了解が

とれれば出せるわけでしょう。何でそれをやらないんですかって言っているんですよ。だ

って、わかっていたわけじゃないですか、きょうが。きょうがわかってたわけでしょう。

それなら、わざと何か所用を入れたんですか。言ったら悪いですけど、本来なら市長がこ

こに待機すべきですよ、ある意味。そうじゃないんですか。あなたたちも事実関係を確認

しているわけでしょう。 

 一番大事な総務委員会の所管事務調査がきょう始まるのがわかっていなかったんですか。

わかっていたわけでしょ。何でそれなら市長がいないんですか。だから、そこを言わせる

と済みませんじゃ済まないと言っているんですよ。議会を無視しているのと一緒じゃない

ですか。 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

きょうの市長の出張というのは、ちょっと私も承知はしておりませんでした。 

今回、きょうから所管事務調査が始まるというか、委員会の中でどういった事項につい

て調査をするかというのを決められると。それで、執行部のほうの出席は求められていな

いと。資料等につきましても、きょうどういった項目についての資料を請求されるという

のが示されるであろうと。それを待って、こちらのほうは最終的な準備をするということ

でちょっと考えておりました。 

○山下伸二委員長 

わかるんですけれども、ただ、今、委員から言われたとおり 10 月上旬に決算が不認定

になったわけですね。本会議後に市長、副市長を含め謝罪をされて、きちっと調査してい

きますとおっしゃったわけですよ。そしたら、もうそこから始まっているわけじゃないで

すか、きょうの委員会を待たずに。 

もちろん、きょうの委員会でこういったこれまでの時系列について事実確認を明らかに

するための資料を請求されることは当然わかっております。仮に委員会から請求されなか

ったとしても、それは執行部側の責任として事実関係を明らかにするためにつくるべきだ

ったでしょう。それを今言われているんですよ。 

確かに、きょう突然出たものについて、きょうすぐ出しなさいという、そこは私として

も、委員長としてもすぐそれをしなさいという判断はしません。それはちょっと待ってく
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ださいとお願いするかもしれませんけども、これについては、現段階で出せるものがある

のならば、出せるものを出してほしいと。出せないのであれば、出せない理由を明らかに

してほしいと言っているわけですね。 

市長からこの件については、非常に市民の関心も高いし、庁内としても大変重要なこと

なので、例えば、市長から私がこれは全部目を通すまでは出してはだめだとか、そういう

ふうなことを言われているんですか。 

○池田総務部長 

全部目を通すまでというか、きのうの時点で、また、あした確認をするので、それまで

は出さないでくれという話はありました。 

○野中宣明委員 

部長、今市長どこにおられますか。 

○山下伸二委員長 

わかっているなら教えてください。 

○池田総務部長 

熊本出張というふうに聞いております。 

○野中宣明委員 

今バルーンの期間中ですよね。何か緊急の用事ですか。内容を教えてください。 

○山下伸二委員 

総務部長わかりますか、秘書課じゃなくて。 

○池田総務部長 

確認させてください。 

○野中宣明委員 

すぐ確認してください。 

○山下伸二委員長 

今、市長の出張理由について確認していただいていますけれども、休憩しますか。 

（発言する者あり） 

わかりました。そしたら、恐らくすぐ出張理由については確認できると思いますので、

10 分程度休憩しましょうか。 

○川原田委員 

今説明されていますけれども、先ほどから出てるように 10 月の上旬に不認定になって、

もう相当な期間が経ちますよね。11 月 2 日、きょう総務委員会というのは、わかりきって

いましたよね。そしたら何も準備をしていないってこと。 

○池田総務部長 

いや、先ほど申し上げましたように関係職員の聞き取りをして、時系列を明らかにする

ことと、委員会の審議内容、発言内容等を整理して、問題点、それから最後に、これから
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二度とこういうことが起こらないように、再発防止策というところをまとめておりました。 

○川原田委員 

いや、再発防止策とか何とかじゃなくて、当然経過報告についてはあるだろうという想

定は立つでしょう。それすら進めていなかったということなんですか。私、その辺に非常

に問題があると思うんですよ。 

○山下伸二委員長 

言われているとおりなんですよ。再発防止策はもちろんとってもらわないといけないで

すよ。ただ、そのためには、まず事実関係を明らかにしないことには、再発防止策はとれ

ないじゃないですか。だから、この委員会でも、まず何が問題点かを明らかにするために

時系列で示してほしい。当然その作業を先にすべきですよね。 

もちろん、全く何もやられてなかったというふうには判断しませんけれども、最終的な

その確認が、決裁がまだ取れていないということなんでしょうけれども。そう言われると

それ以上のことを、市長を無視して出しなさいとかはなかなか言えないんですけれども、

そこはやはり最優先としてやっぱりやっていただくべきですよ。 

○池田総務部長 

済みません、おっしゃるとおりで、先ほどの進み具合で申し上げますと、時系列でまと

めをして、上のほうにお話をする中で、ここはもうちょっと詳しくしたほうがいいんじゃ

ないかとか、ここはもっと聞き取りをして、加えたほうがいいんじゃないかとか、そうい

ったところでどんどんその経緯の分を詰めていったような形になります。それで同時並行

的にちょっと…… 

○川原田委員 

いや、ここはこうしたほうがいいんじゃないか、ああしたほうがいいんじゃないかとい

うのはおかしいだろうって。経過報告をしてくださいって言っているじゃないですか。誰

もあなたたちの口裏を合わせろと言ってないよ。ちょっとおかしいよ、それ。 

○池田総務部長 

済みません、言い方を間違えました。ここはもっと詳細に記述したほうがいいんじゃな

いかということでございます。済みません。 

○川原田委員 

ただ、我々も不認定にしたということもあるわけだから、我々も独自に調査しています

よ、いろんな形で。これはやっぱり、所管事務調査をやるということは、我々もそれだけ

調査したり、研究したり、きちっと事実確認をしたりしなきゃならないということで、

我々は 1 カ月以上動いているわけですよね。でも今の部長の答弁を聞いていると本当に何

をやられたのかなと。先ほど千綿委員、江頭委員が言われるように、事の重大さっていう

のがわかっているのかなと思わざるを得ませんよ。 

我々も不認定にした以上は、それは、ないがしろにできませんからきちっとしたことで
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調べていますし、事実確認もやっていますし、ですから、本当にこんな言い方したら失礼

ですけども、議会をなめていますよね。完全に議会をなめていますよねと言わざるを得な

いような気がしますけれども、どう思いますか。本当にそれで誠実に対応していると思い

ますか。 

○池田総務部長 

申しわけありません。結果的にきょう、すぐお出しすることができなかったことは、も

う本当に申しわけないとしか言いようがございません。事前には 2 日に間に合わせるつも

りでおったんですけれども、すいません、結果的にきょうに間に合わなかったと。 

○川原田委員 

もう経過説明ですから、こういうふうにしてぽんと出されているわけでしょう。それを

もういろんな形で、マスコミとか何とかに載っているから、もっと詳細に出してください

ということで、それをああだこうだじゃないんですよ。もうお願いしますよ。答弁要りま

せんけれども。 

○千綿委員 

さっきの江頭委員の答弁にも答えられていないのは、何で出せないのかっていう話です

よね。というのは、要するに西日本新聞が 31 日でしたか、佐賀新聞が 1 日に掲載されま

したよね。その調整なんですか。結局そういう見方しかできないんですよ。 

あなたたち、市長にも報告しているでしょう、途中経過なり。しているでしょう。その

ときに経緯を出してないんですか。自分たちが把握している今の現状のものを市長に報告

はしているでしょう。 

○池田総務部長 

そのときの把握している経緯で報告しています。 

○千綿委員 

じゃあ、その経緯を出せばいいじゃないですか。だから言っているのは、西日本新聞と

か佐賀新聞に載ったから、その調整を合わせるために三役の許可がいるということじゃな

いんですか。だから、江頭委員が言ったじゃないですか、何で出せないんですかって。出

せない理由を言ってくださいって。言ってないじゃないですか。 

○池田総務部長 

はい、今の記述状況でいいかどうかの確認を市長に取ってないからでございます。もち

ろん、新聞等で 12 月 11 日以前の分も出ておりましたので、そこも詳細に記述した経緯と

なっております。 

○千綿委員 

だから、何回か市長には報告されているでしょう、現況を。そこは出せるわけでしょう。 

僕たちは、うがった見方をしますが、西日本新聞に書かれて、実は 12 月 11 日に最初に会

ったんじゃないですよと。メモが出てきて、済みません、10 月ぐらいとか 11 月ぐらいと
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いう話になっていると。だから、それの聞き取りをやってないということなんですか。そ

うとしか思えないわけですよ。 

市長には 1 回報告しているわけでしょう。1 回か 2 回か、何回か知らないですけど。当

然しないと何が抜本の原因なのかわからないじゃないですか。市長も多分――これは私の

予想なんですけれども、何も聞かされていなかったのでわからないと思うんですよね。だ

から、ちゃんと報告をあなた方が上げないと何が起こっているのかわからないんじゃない

かなと私は思うんですよ。そうであるならば、市長に報告をした部分の経緯はあるわけで

しょう。当然、何回か報告されていると思いますが。それを出せばいいんじゃないですか

と私は言っているわけですよ。 

だから、出せない理由は、西日本新聞とか佐賀新聞で新たに出ましたということで、そ

れを調整しなきゃいけないということですか。 

 もう 1 点聞きます。そしたら、今度市長の許可を得て出すのは、全部本当だと誓います

か。私たちもちゃんと情報を得ている部分があります。載っていなかったら、それこそ大

問題になりますがいいですか。 

○池田総務部長 

 はい、今のところ聞き取りで聞いた分については、事実をすべて記載しているつもりで

す。 

○山下伸二委員長 

それと、これまで正式に市長に対して途中経過について、いつ説明したか、それは手元

に今メモはありますか。 

場合によっては、そのときに例えば今まで市長に対して、何月何日と何月何日に途中経

過を説明していますということがあれば、そのときに使った資料等をもしかしたら後々請

求されるかもしれませんけれども、そういった説明はされていますか、市長、副市長なり

に対して。 

○池田総務部長 

このまとめている経緯の形でですか。 

それは、その説明を上げた後にいろいろ、先ほど言ったようにここを詳しくとかいった

部分で、記述が増えてきておりますので、今からその時点でというのは、非常に把握が難

しいです。 

○山下伸二委員長 

出される資料については、すべて事実確認をされた分を記載されているということで確

認してよろしいですか。 

○池田総務部長 

 はい、すべて聞き取り等で、個人の記憶の部分もあります。そういったところは何日ご

ろとか書いている部分もありますけれども、聞き取った内容は事実を書いております。 
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○千綿委員 

答弁をちゃんと答えてくれないですか。江頭委員も言われたじゃないですか。出せない

理由が――市長に報告したわけでしょう。その時点で、確認がとれたのを報告しているわ

けでしょう、当然ながら。新たにわかったのを追加していくっていうのはわかります。そ

れはいいです。だから、僕が言っているのは、西日本新聞とか佐賀新聞が出ましたよねと、

12 月 11 日が最初であったというのがもっと前倒しなる可能性があると、その確認をとっ

ているんですかと、それがまだ了解がとれてないから出せないんですかと言っているんで

す。 

○池田総務部長 

はい、内容の了解を取っている部分はあります。個人、職員等も含めて。その分の三役

の確認を最終的に取っているのがまだということでございます。 

○千綿委員 

わかるように答弁してもらえますか。正直、僕が言っているのは――それは、ずっと調

査していったらずっとふえますよ、証言者がふえるわけだから、当然ながら。じゃあ、ど

こまであなたたちはするんですか。それなら市長はどこまで指示を出すんですか。全職員

に聞けと言うんですか。そしたら何年もかかりますよ。だから、ある程度一定のところで

決めなきゃいけないわけでしょう。 

あなた言ったじゃないですか、再発防止策と。再発防止策の前に事実確認じゃないです

か、優先順位があるでしょう。佐賀市役所の総務部長ですよ、優先順位ぐらいわからない

んですか。その基本の「き」の経緯の確認がとれていないっていうことは、市長にも報告

していないということと一緒じゃないですか。 

結果的に、それじゃあどこまでするのと、対象者を。聞き取りをどこまでするのという

話になってくるんですよ。だから延々と続きますよ、これ。 

だって関係職員に全部聞いて、まだこの職員に聞いていないとなったら、どんどん増え

ていくじゃないですか。どんどん追加になっていきますよ。私たち、いつまで待てばいい

んですか。そうでしょう。 

だから、言っているのは、あなたが市長に報告している部分、こういった関係の事実確

認で経緯はこうでしたと。その時点はその時点でいいんですよ。新たに出てきたものは追

加でいいじゃないですか。それを出せないのは、さっき言っているように西日本新聞とか

が出て、12 月 11 日が最初であったということが崩れたから、それ以前のことを聞き取り

しているんですかと聞いているんですよ。 

だから、後で出てきたのは後でいいと言っているじゃないですか。それでも信用できな

いですけど、まだ私は。私は信用できないんですけど、言っていることが。12 月 11 日以

前にあったということが新聞報道にあったから調整しているんですかと聞いているんです

が、答えないじゃないですか。答えてくださいよ。畑瀬副市長が言っているわけでしょ。
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新聞に言われているわけじゃないですか。だから、その整合性をとるために調整している

としか私たちは思わないですよ。普通の人が考えればそうじゃないですか。 

○池田総務部長 

はい、以前の分の事実を確認しております。畑瀬副市長の行動を含めて。 

○山下伸二委員長 

部長、調整という言葉を使われるのでおかしいんですよ。確認とか事実確認、調整と事

実確認は全然違いますので。調整という言葉を使うと何か口裏を合わせるような印象に取

られるわけですよ。わかりますか。 

だから、そこら辺の言葉の使い方はちょっと慎重にお願いします。 

（発言する者あり） 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

先ほど野中委員のほうから質問がございました市長の出張のほうなんですが、きょう筑

後川下流土地改良事業推進連絡協議会、これは佐賀県、福岡県の両県でのことのようです

けれども、この政策提案ということで九州農政局、熊本市のほうに両県 12 市町の首長た

ちで出向いているということでございます。時間が 15 時 15 分からということでございま

す。 

○千綿委員 

12 市町の首町全員そろっているということですね。代理がないということですね。副市

長なり、代理がないということが前提でいいですか。 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

済みません。秘書課には、どういった方たちが行かれているんですかと。結局、だれが

実際行っているかというところまでは確認できておりません。 

○千綿委員 

 私たちから言えば、どっちが優先なのという話ですよ。そういう期成会とか何とかの会

合は副市長が行かれるときもあるし――市長が行けないときは副市長が行くわけじゃない

ですか。でしょう。だから、確認してくださいよ。全部の首長が揃っているなら、それは

ある意味そういう重要会議で行かなきゃいけないという判断は成り立ちますが、例えば、

ほかの市町が首長でなく副だったら、行く必要があったのという話になるわけでしょう。 

そこまでやっぱり調べてやっていただかないと。そこより議会の委員会というのは軽い

としか見られないですよ。違いますか、副部長。 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

私自身がこの連絡協議会が実際どういう内容のものかというのを申しわけございません

が承知しておりません。そして、実際こういうふうな国のほうに政策提案を行う場合にど

ういうふうな方が行かれているとかという事実はちょっと存じ上げないので、議会がきょ

うあるということで、重みと言われたときに、ちょっと私自身の判断でなかなか答えられ
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ないところでございます。 

例えば、この協議会で何らかの役についているとか、そういった場合もあろうかと思い

ますので。誰が行かれているというのについてはちょっと申しわけございません、お答え

できません。 

○山下伸二委員長 

その確認をしてください。 

ちょっと今回の所管事務調査とは直接関係ないんですけれども、ただ、これだけ委員の

皆さんが時間をつくって来て、資料の請求をしながら待っているわけですね。どうしても

市長が行かなきゃいけなかったというならわかりますけれども、もし仮に今回の出席は代

理でもよかったということであれば、それは市長は、ここに残って委員会があるならば、

その最終確認を先にすべきだったんじゃないですかということを今千綿委員は言われてい

ると思うんですね。ですから、ちょっとここは、副部長では答えられないと思いますので、

そういう御意見があったことは、ぜひ伝えてください。 

○千綿委員 

副部長、何があっているか聞いて来てという、子供の使いで、こういう会合でしたとい

うのは誰でもできるわけですよ。総務部の副部長ですよね。そしたら、当然そういうこと

も想定しなきゃ。だから、どういった町の首長が出席の予定なのかっていうのぐらいまで

聞いて、これだけ大事な会合なんですということも含めて報告できるようにしないと、子

供の使いと一緒じゃないですか。そうじゃないんですか。 

あなた方が 1 時も 2 時もそうなんですけど、いや、済みません、準備できていません、

済みませんで済まないんですよ。そういうことを言っているんです。だから、当然出てく

るであろうと想定しながら、市役所って動くもんじゃないですか。だからいけないんです

よ。会議の中で部長なり、副部長なり、部内会議でも、課内会議でも一緒です。そういっ

た議論をして、やっぱり想定してやっていくっていうのが当然必要なんですよ。漏れがな

いか、例えば、こういうことは地方自治法に違反していないかチェックするわけでしょう。

チェックして、調べてやっていくわけでしょう。 

さっきから言っているように富士小学校体育館は 1 日で決裁が終わっているんですよ、

四十数人。あなたたちのやりたいことは、すんなりいくけれども、私たちが聞きたいこと

は引き伸ばしですか。そうとられても仕方ないじゃないですか。総務部長、そうでしょう。 

この間の 9 月の議会のときでも、ずっといらっしゃったからわかるでしょう、議論を聞

いていて。わかるでしょう。私たちが不信感を持っているのもわかるでしょう。そういう

ことを言っているんですよ。だから、もっと自分たちの経験でこういうのが出るだろうと

想定しながら仕事をしないと進まないですよ。いつまで経ったってお役所仕事と言われる

んですよ。それが、何で 12 月 11 日に初めて会って、3 月末までに工事が済むのという疑

念が出てくると言っているじゃないですか、そこだけ。自分たちのやりたいことだけがす
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んなり進んで、議会の提案とかは先延ばしというふうにしか見えない。 

○江頭委員 

31 日に西日本新聞に記事が出た際に取材に応じて畑瀬副市長が早い時期にというところ

の後、その取材の後に、この事実関係について議会にきちんと報告したいということが新

聞記事に載っているんですよね。31 日ですよ。1 日ありますよね、きのう、きょうが 2 日

ですので。きちっと報告したいという畑瀬副市長の言い分、議会にきちんと報告したいと

いうことは、もう 1 日でその経緯ぐらいはちゃんとそういうことができる、1 日でもでき

るはずなんですよ。きょうまで待たなくても、こんな大事なことですから、当然、議会で

これはきょう、例えば、目的、事項を決めたとしても、この話が出るだろうと、もちろん

資料も。あなたたちだって、それは当然これが大きいことだということはもう認識されて

いたと、この部分。その対応を、いや、資料請求は多分後もってだろうというぐらいの感

覚でいるからこういう話になるわけですよ。多分もうこの記事が出てからの経緯の見直し

なんでしょうから、正直ね。 

でも、今言っているのは、市長と、きちっと確認した部分の資料でもいいから、それも

出せないんですかというのも今言われているんですね。だから、その前にあなたたちが市

長に報告をして、ちゃんとそこでできた資料、それでもいいんですよと。 

それを出したらまた大変なことになるのかな。そのあたりがあなたたちのそういう――

私たちはそういう不信感があるから、何としても、きちっとした詳細にわたってと言うん

だけれども、もう出そうとしていた資料が多分あると思うんですよね。これがあったから

やっぱり――この 31 日、1 日の記事があって慌てて、それがもう間に合わないような状況

に陥っているというのが事実なんじゃないですか。どうですか。 

○池田総務部長 

はい、途中で市長に確認をしたのは事実なんですけれども、そこで決裁というよりも、

そこでの報告という形なので、そこで市長に委員会に出していいですよというような確認

の意味でとったわけではございません。 

○山下伸二委員長 

要は説明資料であって、議会に出すことを想定していないものだったということですか、

それは。 

○池田総務部長 

決裁として、ここまではこれでいいですねという形で、市長が決裁した形のものはあり

ません。そこで…… 

○山下伸二委員長 

今もうとにかく資料を出せ、出せないになっているんですね。 

今、ずっと部長がお話をされているのは、いろんな事実関係を組み合わせてきているの

で、ずっとゼロから積み上げていって、50％完成したので報告した、80％できたので報告
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したというものではないというふうに思うんですね。 

またいろんなことが事実関係として明らかになって、最終的な決裁を市長にとらなけれ

ば出せないと、これはもう市長からの指示があっているんでしょうから出せないというこ

とですので。それを出すとすれば、18 時に戻られて、20 時ぐらいまで 2 時間かけてする

ということですので、それでいいのか、それとも別の資料を出してくださいということで

あれば、出せる資料があるかどうか、ちょっとそこの議論をしていただかないと、ちょっ

と出す出せないだと、もうちょっとこれはもう水かけ論なってしまいますので、ちょっと

その辺の観点で御発言いただければ。 

○野中宣明委員 

その観点でお聞きします。 

正確に日付を教えてください。市長に報告された日付。何回かされてあるとさっきから

ずっと言われていますので、日付を教えてください。それで誰がどういう形で報告をされ

たのか。 

○山下伸二委員長 

今手元に資料ありますか。 

○野中宣明委員 

なかったら取って来てください。 

○池田総務部長 

ちょっと、手元の資料ではお答えできませんので、確認しないとわからないです。 

○山下伸二委員長 

野中委員、これ、ペーパーが要りますか、口頭でいいですか。 

今の状況からいけば、市長が帰ってくるのが 18 時ですから、それ以降になりますので、

皆さん、とにかく資料は月曜まで待てないということですので、市長が帰ってきて、市長

の確認が得られてからまた委員会を再開ということになると思いますので、時間あります

ので、部長、今資料請求がありましたね。9 月定例会で不認定となった以降、事実関係を

調査して何度か市長のほうに途中経過なりを報告されていると思います。報告をした日付、

時間、誰がされたのか、どういった資料を使ってされたのか、主だった内容はどういうこ

とをされたのか、それに対して例えば市長からどういう指示があったのか、そういったこ

とについて、系列ごとにペーパーをつくってもらえますか。ペーパーがいいですよね。 

○野中宣明委員 

まさかないとは言いませんよね、メモがないとか。よく最近メモがないとか、公文書が

ないというのを結構発言されていますけど、佐賀市のほうはですね。これが――いつ誰が

何をどうやって市長に報告したっていうのが、まずメモとか書類がないとは言わないです

よね。そこをまずちょっと教えてください。 

○池田総務部長 
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 はい、ちょっと私のメモを確認します。 

○山下伸二委員長 

いろいろ報告をする中で市長からなり、三役から、ここはもう少し詳細に記載をしなさ

いとか、そういう指示があったというわけですから、当然、公文書なのかメモなのかはわ

かりませんけど資料はあるはずですから、その分の精査をしていただきたいと、そして資

料として出していただきたいというふうに思います。 

○千綿委員 

部長、さっき言ったように西日本新聞に載った以降の確認がとれてないということを言

われましたよね。それがとれる前でいいんですよ。別にその確認とれる前のが、確認とっ

た後に変わることはないじゃないですか。当然そうですよね。変わったらおかしいですよ

ね。おかしいでしょう。おかしいんだったら、畑瀬副市長の 12 月 11 日以前のやつは後で

いいです、正直。だから、それを市長に決裁をとってください。あなたたち、電子決裁で

1 日でやるじゃないですか。連絡とったらやれるでしょう。秘書課が行ってるでしょう、

誰か。この文書を総務委員会に提出していいですかと聞いてくださいよ。12 月 11 日以前

はいいので、後で。後でいい。 

12 月 11 日以前は確認がとれてないけれども、それが確認とれて、今ある報告書が変わ

るということはないでしょう。でしょう。事実確認をとられているわけじゃないですか、

あなたたちは。確認をとって経緯をつくりました、畑瀬副市長が、いやいや、すいません、

12 月 11 日が最初だったと思っていましたが、メモが出てきて 10 月か 11 月でしたとかい

う発言の確認がとれていないのであれば、今確認がとれている部分でいいから市長に了解

をとっていただいて――だから、西日本新聞に載った発言以前の分は後でいいので、市長

が今まで見られている最終のでいいから、何月何日の時点ので市長のオーケーがとれるの

であれば、それを出してくださいと。わかりますか、言っている意味。要するに市長に報

告された最終日時があるじゃないですか。その経緯の確認をとった、当時出された――日

付はその日付でいいので、その資料を出してくださいと、市長に了解をとって。了解がと

れればいいわけでしょう。 

○山下伸二委員長 

部長、ちょっと時間をとりますので、市長にどのタイミングでどういうぐらいの頻度で

報告をされているのか、全くわかりませんので、例えば、3 日前に報告していて、まだ精

査中です、これは明らかに委員の皆さんがおっしゃるとおり、最終的に何かをこうされて

いるんじゃないかなというふうにしか思えないわけですね。今千綿委員からありました 12

月 11 日というふうに決算審査……はい、どうぞ。 

○野中宣明委員 

すいません。口をはさんで申しわけありません。 

多分、この西日本新聞記事、これを読み解くと、これ、ちょっと読みます、記事の内容
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を。「昨年 11 月末には、当時総務部長だった畑瀬氏が竹原氏を連れて体育館を視察してい

たことも関係者への取材で判明」と。「この事実関係について畑瀬氏は取材に」というこ

とですから、このことを西日本新聞のほうが取材に行ったら、畑瀬市のコメントが「議会

にきちんと報告したい」ということで、ここでは「明言を避けた」ということになってい

ますので、12 月 11 日というより、多分 11 月末ということで、何かもう持ってあるんでし

ょう。持ってあるんでしょう、そっちの情報は、この時点で。だって、そう答えているじ

ゃないですか、副市長。だから、そこも出してください。11 月末に何が起きたかっていう

のを出してください。お願いします。 

○山下伸二委員長 

 部長、まず事実関係を確認しながら、経過をずっと調査していただいています。それを

市長に報告をした日にちと内容ですね、先ほど言いました。どういうものをしたか。それ

と、新聞報道がありましたので、10 月 31 日、そして昨日ですか、ありましたので、その

ことの事実関係を確認しなくてはいけないので、まだその経過の資料が出せないというこ

とであれば、市長が 13 時 15 分からでしたよね、きょう。15 時 15 分からとおっしゃいま

したよね。時間はありますよね。その間に市長に連絡をとっていただいて、10 月 31 日と

11 月 1 日の新聞報道のことについては、まだ市長のほうに詳細な報告はしていないけど、

それ以前で市長に報告した分については、議会に対して資料を出していいかどうか、その

確認を市長にとってください。よろしいですか。 

 それで、もし市長が出せないとおっしゃるならば、なぜ出せないのか、ちょっと確認を

とってください。副市長もいらっしゃるわけでしょう。副市長いらっしゃいますよね。副

市長と話をしていただいて、15 時 15 に入られますので。 

 それでは休憩します。15 時 15 分までには調整をしてもらえると思いますので、市長の

ほうに。確認してもらえると思いますので、15 時 15 分にしましょうか。それでは休憩し

ます。 

◎午後 2時 31 分～午後 3時 17 分 休憩 

○山下伸二委員長 

それでは、総務委員会を再開いたします。 

休憩前に現在の資料について提出をしてほしいという要請がありまして、市長にその旨

確認をしてほしいという要請をしていましたので、その点について、執行部側からの調整

の状況について報告いただきたいと思いますので、よろしくお願います。 

○池田総務部長 

副市長を通じて市長のほうに連絡をとりました。市長としては、やっぱり最後、確認を

したいという思いはあったんですけれども、今の段階でお出しする――その後、確認をと

って変わる点もあるかとは思いますけれども、今の時点での資料の形での提出の了解をと

っております。ですが、印刷はもうちょっとかかると思います。済みません。 
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○山下伸二委員長 

現段階において、市長のほうから議会側に資料を提出していいという、そういうお話が

あったということです。資料の作成にはどれくらい時間かかりますか。 

○池田総務部長 

30 分程度で大丈夫だと思います。 

○野中宣明議員 

何で 30 分かかるんですか。今まで何分待ったんですか、私たち。ちょっと理由を教え

てください。 

○池田総務部長 

市長の確認をとってからの印刷ですので。 

○野中宣明委員 

何時でしたっけ、終わったのは。大分待っているんですけど、その中で何でできなかっ

たんですか、資料の準備が。 

○池田総務部長 

副市長がここの課に来てお話をするというようなところとかの話をしておりまして、そ

の後ここに来た次第でございます。 

○山下伸二委員長 

要請していった資料のボリュームはどれくらいですか。例えばＡ4 で 10 枚程度とから 5

枚程度とか、それはどれくらいですか。 

○池田総務部長 

Ａ4で 8枚です。 

○山下伸二委員長 

そしたらすぐしてください。人数分、Ａ4 で 8 枚であれば、10 分でできると思いますの

で、すぐに印刷をしてください。 

あと、ありました市長へのこれまでの経過の説明について、その事実関係についてはペ

ーパーを。市長にどういう説明についてはしてきたのかということを資料請求されていま

したので。 

 （資料を配付） 

ペーパーは、よろしいですか。 

それではすいません、この点について補足の説明を求めますので。はい、どうぞ。 

○池田総務部長 

この件についての市長への報告の内容です。 

まず 10 月 4 日に決算の不認定の報告、これはもう報告ですね、三役のほうに正副部長、

私と三島副部長とで報告を行っております。 

それから、途中経過の報告が 10 月 29 日に行っております。出席者三役、総務部の正副
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部長、財産活用課、秘書課、財政課、企画政策課で行っております。これは、今印刷をし

ております経緯のまとめの分の報告でございます。11 月 1 日、途中経過報告、同じくこの

経緯のまとめの報告で、三役、正副部長とで行っております。この、特に 2、3 番目の途

中経過の報告を受けて、今からお配りする経緯のまとめを完成した次第でございます。 

○千綿委員 

今から配る資料というのは、いつの時点の資料と捉えればいいですか。 

○池田総務部長 

11 月 1 日、きのう、木曜日の三役途中経過報告の結果を受けての資料です。今までの途

中の分が残っていないといいますか、私が赤で書いたものはありますけれども、最終が今

印刷している分ということです。 

○千綿委員 

そしたら、これは 11 月 1 日の時点ということは新聞各社が報道をした後ということの

認識でいいですか。これ以上は出てこないということで。 

○池田総務部長 

1 日、きのうの夕方の時点でございます。 

○千綿委員 

いや、すいません、これ以降に、例えば今から配付される資料以外に、もう出てこない

ということでいいですか。 

○池田総務部長 

はい、今調査を行った結果としてはこれですべてでございます。 

○山下伸二委員 

要は 11 月 1 日に市長に途中経過報告されたものを踏まえた資料ということですよね。 

○池田総務部長 

 はい、そのとおりです。 

○山下伸二委員 

そしたら、この 11 月 1 日に市長に報告されて、市長からの指示があって、こういう文

言を追加したほうがいいとか、こういう項目をさらに追加しなさいとか、そういう指示は

ここであったんですかね、1日、きのう。 

○池田総務部長 

はい、何点かあっております。 

○山下伸二委員長 

要は、最終的にきょう市長に確認をとらなければ出せないというふうにおっしゃってい

たんですけれども、この経過を見ると、きのう 11 月 1 日に市長に報告をされて、その途

中経過を踏まえて、恐らく市長から、もう少しその資料の精査というか、確認の指示があ

ったと。その分がまだ最終的に市長から確認がとれていないので、きょうは出せませんと
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いうふうにずっとおっしゃっていたのかなというふうに判断をします。 

ただ、どういう方向で市長に報告されたかはちょっとわかりませんけれども、きのう市

長から指示があったことがきちっとこの資料の中に反映されているのであれば、それは出

していいということで、市長からその了解があったという判断でよろしいですか。その確

認です。 

○池田総務部長 

はい、そのとおりです。 

○千綿委員 

きょう、市長が帰られて、確認をとられて 8 時までに出しますというのは、今回配られ

る資料がそれということですか。さっきまで言われていたじゃないですか。市長決裁がと

れていないので、きょう帰って来られて、ちょっと三役とかで話をされて、最終的なやつ

が 8時に出るって言っていたのが、実際今から配られる資料なんですかということです。 

○池田総務部長 

はい、きょう夕方、市長にお出ししようとしていた資料がこれです。 

○山下伸二委員長 

ですから、まだ市長の決裁とられていないんですよね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

今出していただきますけれども、もしかしたら市長が見られて、いやいや、ここの指示

はこういうことだったんですよねということが、もしかしたらあり得るかもしれないとい

うことですよね。きのうの指示で。きのうの指示を受けて、今から出す資料を出されるわ

けですよね。ただ、それは中身を市長がまだ見られていないわけでしょう。だから、市長

が例えば、きのう皆さんに指示をされて、ここはもう少しこういうふうに書きなさいとか、

ここはもう少し細かく書きなさいといったところが、市長が、いやいや私はそういう意味

では指示はしていなかったとか、そういったこともあり得るということですか。ちょっと

そこの確認をしとかないとだめなんですけど。もう 1 回、市長は帰ってきてこれを見られ

るんですよね。 

○池田総務部長 

もう一度これは見ていただきます。 

○千綿委員 

聞きたいのは、きょう言われていたじゃないですか、部長が。市長が 6 時頃帰ってきて、

8 時には出せますという資料が今印刷している資料なのか、今印刷している資料が 8 時ま

でに出すと言っていたやつが別にまた出るのかを聞いているんですよ。わかりますか、意

味が。 

だから、今委員長が言ったように、市長から指示があったかどうか私も知りません。た

だ、今から出る資料がいつの時点の資料かということを聞きたいんですよ、今までずっと
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市長が帰ってこられて 8 時ぐらいになりますと言われてたのが、もう了解がとれて、それ

が今出るのか、それともその以前のやつが出るのかということを聞きたいんです。 

○山下伸二委員長 

部長、市長の了解が得られたということについてなんですけれども、資料を出すことに

ついて、それは市長が中身をまだ確認してないけど出していいということを了解されたの

か、これから出す資料をぱっと見られて、これだったら出していいですよというふうに言

われたのか、まずそれはどっちですか。 

○池田総務部長 

中身そのものを確認していただいたわけではありませんが、内容の分については了解―

―ですので書き方とかの部分にはある程度あるかとは思いますが、そこは言われないかと

思います。 

○千綿委員 

私が聞きたいのは、先ほどから部長、言われていたじゃないですか、市長が帰ってきて、

一応市長に見てもらわないと出せないっていうふうに言われていたでしょう。だから、そ

れ以前のやつでいいですと私は言ったつもりなんですよ。市長が帰ってきて見られた後の

文書じゃなくて、その前に多分市長に報告されているでしょうと。だから、それでいいで

すよっていう話をしていたんですね。その資料なのか、またこれにプラス、市長が帰って

こられて、もう 1 回見られて、いや追加分がありました、変更点がありましたと出される

のか、どっちなのかというのを聞いているんです。 

○池田総務部長 

一応、最終形のつもりでおりますが、市長が見て、また追加があるかもしれません、そ

れは。 

○野中宣明委員 

市長から指示が幾つかあったとおっしゃられていたので、その指示の内容を教えてくだ

さい。 

○山下伸二委員長 

どの分の資料ですか。 

○野中宣明議員 

資料を 11 月 1 日に途中経過を報告したときに、ここはもう少し調べなさいとか、ここ

は詳細なのを載せなさいとか、何か指示があったと今おっしゃったじゃないですか。その

指示された内容を教えてください。 

○池田総務部長 

日付と会議の内容、それから出席者等を書いております。右のほうに備考として、その

中の案件、こういった内容での打ち合わせでしたよ、会議でしたよというのを書いており

ますが、そこの備考の部分にもうちょっと詳しくとかいった部分が多かったです。 
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富士小体育館を見たときに、かなり床の傷みが激しいと聞いているのでとか、その辺の

文章も入れたたほうがいいよというような、アドバイスを入れております。 

○野中宣明委員 

 ということは、今から出てくる資料は、もう大筋、大体完成形に近いということで捉え

ていいですか。すいません、再確認ですけど。そちらが提出する際の…… 

○池田総務部長 

はい、大きな変更点はないと思います。 

○山下伸二委員長 

今部長から説明を受けますと、市長からの指示については、事実関係を大きく変えるよ

うな、そういったことではないということですので、これから出していただく資料は、事

実関係については、一定の確認がとれるものと判断しますので。 

もう 10 分経ったんですが、まだでしょうね。 

今、耐震の分についても、先ほど休憩に入る前からしていただいていますので、もう間

もなく時間もかからずにできると思いますが。 

すいません、もう 1 個、皆さんからあった、直接調査には関係ないんですけれども、本

日の市長の出張の件ですね、ちょっと副部長がちょっと印刷のため外されていますので、

これがちょっとどこまで――事実関係については、確認がとれる分について報告を受けた

いと思います。副部長が今席外れていますので。多分積み残しはその点ぐらいだったかな

というふうに思っていますので。 

○千綿委員 

僕が言いたかったのは、要するに出していい決裁がとれれば、それで別にいいんですよ。

必ずこちらにいないといけないという部分で言ったわけじゃないので。要するに決裁がと

れる状態にしていていただければ、別に僕たちは今誰かを呼んで説明してほしいというこ

とを言っているわけじゃないので、それはもう全然問題ないです。 

だから、そこにもう今農水省の関係機関に行かれているっていう部分であれば、もうそ

こまでは、私も言いませんので。要は決裁がおりたので、それはもう私としては要りませ

ん。 

○山下伸二委員長 

資料が出てくるまで皆さん何かございませんか。 

ごめんなさい、資料の作成状況を確認してもらっていいですか。そんなに時間はかから

ないと思うんですが。とりあえず委員の皆さんの分だけでいいですよ。 

○野中宣明委員 

総務部長、確認ですが、市長のいわゆる今回のこの富士小学校の件に関して、正確な情

報といったのが、きちっと下のほうからというか、担当のほうから市長のほう上がったの

かなっていうのが非常にちょっと関心ではあるんですね。そういった意味では、最初 10
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月 4 日、決算不認定について三役、総務部正副部長ということで、市長のほうに報告され

ていますよね。この時点では、大体資料はどれぐらい理解されたんですか。この案件の重

みといいますか、いわゆる議会が不認定にしたっていうこの結果とか、そういった重みを。 

○池田総務部長 

3,000 万円もの金額を流用して、議会――議長、委員長にもお話をしないまま、決算の

中でもしないままにしてしまったというところの重みでもって、結果として不認定になっ

たという部分は、十分お感じになっていると思います。 

○野中宣明委員 

10 月 5 日に本会議で全会一致の決算不認定ということになりまして、その日の夕方に臨

時の記者会見、市長の会見が開かれて、これはユーチューブ等でも流れているような感じ

で結構市民の方も見られていて、富士小学校の案件の重大さ、または決算認定の重みとい

ったものが、なかなかその市長のお言葉一つ一つの中から、そこがきちっと正確に伝わっ

ているのかどうかっていうのがどうなのかなっていうお声も市民のほうからは、そういっ

たお声も聞こえてきていたんですよ、当時ですね。 

そういった意味では、その時点では、きちっと正確に――今おっしゃられたんですけど、

把握されていたという認識でいいんですかね。私たちもちょっと聞かれた部分は、やっぱ

り市民にお答えしないといけないもんですから、そこら辺の市長の把握の精度ですね、精

度と言ったら失礼なんですけれども、どこまで知ったか、どこまで感じられたかというと

ころで。 

○池田総務部長 

はい、そこは、畑瀬副市長が報告したときに、何で議会に言わなかったかとか、かなり

怒られた形とかもありますので、そこら辺、全体像は、もう不認定になった時にわかって

いらっしゃったと思います。 

○山下伸二委員長 

これの経過については、よろしいですかね。 

よろしいですね。 

今、旧富士小学校体育館改修に係る経過まとめというものが出されております。 

きょうの資料請求をしていますので、この中身について、きょう執行部とのやりとりと

いうことにはなりませんので、ちょっと見ていただいて、中身、例えば事実を確認したい

とか、表現がわからないとかというのが、もしかしたらあるかもしれませんので、その点

については、確認をしていいかと思いますけれども、いかがしましょうか。 

いいですね。 

それと耐震に関わる資料はどうでしょうか。 

○三島総務部副部長 

今コピーをしておりまして、あと 3 部ぐらい印刷が終われば、全部できると思いますの
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で、4時前にはお渡しできると思います。済みません。 

○山下伸二委員長 

4 時までですね。 

そしたら資料が出てきて、それについての調査をすることではありませんけれども、も

う 1回休憩して 16 時にしましょうか。 

次の資料を見ていただいて、次の委員会の日程だとか、どういったことについてやるの

かということについて、場合によっては委員間討議をする可能性もありますので、16 時に

再開しますので、しばらく休憩いたします。 

じゃあ 16 時までには資料ができるようお願いします。 

◎午後 3時 36 分～午後 4時 02 分 休憩 

○山下伸二委員長 

それでは、総務委員会を再開いたします。 

委員の皆様から資料請求がありました旧富士小学校体育館改修に関わる経過まとめ並び

に耐震工事に係る資料について執行部のほうから提出いただきました。 

きょうは資料請求だけでしたので、この中身については、もちろん執行部とのやりとり

はしませんけれども、今後、次回以降、これをもとに執行部からの聞き取りということに

なってくるというふうに思いますけれども、特に本日の時点でこれだけは確認しておきた

いというのがあれば。 

○千綿委員 

関係者何名と書いてあるところが幾つかありますよね。例えば、県から 1 名とか。その

人名の特定っていうのは後で出すということはできないんですか。 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

申しわけありません。こちらのほうは名前を上げるということでしてたんですけれども、

現時点でちょっとそこが漏れておりますので、最終的には入ったところで出したいと思っ

ております。 

○山下伸二委員長 

そしたら、確認なんですけれども、例えば、日付のところも最初のほう 10 月下旬とか

なっていますよね。その辺の日付についても、具体的な日付が出てくるというふうな認識

でよろしいですかね。 

○池田総務部長 

済みません、日付につきましては、かなり詳細に調査したつもりなんですけれども、そ

れで最終――もう、記憶等、書類等でわかった部分は日付を入れております。下旬とか頃

とか入れている分については、それでも特定できなかった分でございます。下旬とか上旬

順とか書いてある分の前後関係については、この並べてある順番だろうというところでご

ざいます。 
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○山下伸二委員長 

わかりました。そしたらの千綿委員からありました名前について、例えばらいふ薬局社

員数名とか、サガン・ドリームス竹原社長並びに社員 2 名とか、そういったのがあります

よね。具体的に出せるところは、きっちりとまた出していただきたいというふうに…… 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

例えば県のスポーツ課 1 名とかが何々さんというのがわかっている分については、きち

んとお出ししたいと思います。あと社員何名とかで、そこまでわかっていない部分がある

部分で出せない部分があるかもわかりませんので。 

○山下伸二委員長 

それは社員が同席をしていたけれども、例えば誰が同席していたかをその名前とか確認

しなかった例があるということですか。 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

その可能性があるので。 

○千綿委員 

よく市役所のほうの答弁で個人情報の点があると言われていますが、個人情報というの

は、基本的にその法律なりの趣旨は本人が了解すればいいんですよね。だから、そういう

逃げっていうのがないということで了解をいただきたいと思っています。例えば、らいふ

薬局の社員何名っていうのは、本人に確認して出していいですよねっていう話になって了

解がとれれば出していいわけですから、そういった逃げはないということで確認をしてい

ただきたいと思います。 

○山下伸二委員長 

今のよろしいですか。 

○池田総務部長 

はい、わかりました。 

○野中宣明委員 

 通常私たちもそうなんですけど、初めてをお会いする方とか、名刺交換をしますよね。

名刺もないんですか。残ってないんですか。 

○三島総務部副部長兼総務法制課長 

すいません。名刺の確認はちょっとしておりません。 

○山下伸二委員長 

これだけ出していただいていますので、本当に具体的に名前が出せる部分、記録が残っ

てないというなら仕方ないかもしれませんが、場合によっては、相手側、例えばサガン・

ドリームスの社員 2 名であれば、サガン・ドリームス側に確認をしていただいて、この日

に誰と誰が来られたのかということを佐賀市側だけではわからなくても、相手側に確認す

ればわかる分があるかもしれませんので、ぜひそういった形もとっていただきながら、具
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体的な氏名を出していただくようにお願いをしたいというふうに思います。 

それともう 1 つ確認なんですけど、経過まとめでゴシックで書いてある、これは何です

かね。太ゴシックで書いてる分は。 

○池田総務部長 

ゴシックで書いてる分が、以前、委員会の中で、Ａ4 の 1 枚で経過を出してくださいと

いうところで出した分をゴシックで残しております。なるべく同じ形で残しているつもり

です。 

○山下伸二委員長 

はいわかりました。 

それからもう一つお願いなんですけども、ここに名前等が入ってくるとまた改めて資料

が出てくるかと思います。 

その場合わかるように、資料番号を日にちとか、資料番号、こちらのほうにはつけてい

ただくようにお願いをしておきます。 

それ以外で執行部のほうに確認をしてきしておきたいことはございませんか。 

よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは、執行部の皆様は御退室いただいて結構です。 

◎執行部退出 

○山下伸二委員長 

それでは、本日資料請求いただいた分につきましては、今、委員の皆様のお手元に配付

させていただいております。 

今後、総務委員会における所管事務調査につきましては、きょう出していただいた資料

をもとに議論を進めていくことになると思いますが、まずは、経過、それからきょう出し

ていただいた耐震のことについて、次の委員会で執行部からの説明会を求め、質疑を行い

たいと思いますけれども、委員の皆様の御都合――資料を出していただいていますので、

執行部のほうには、そう時間を置かずにお願いできるとは思うんですけれども、副議長が

来週の木、金が出張でしたね。副議長は公務が入っておられるということで、そうなると

来週の木曜日――金曜日はもう一日中ですか。それでは木、金はちょっとすいません、総

務委員会は入れられませんので、入れるとすると 14 日の水曜日ですね。14 でいいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり）よろしいですか。 

そうしましたら 11 月 14 日水曜日、9時からしますか。いいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは 9時からにしましょうか。 

それでは、次回の総務委員会につきましては、11 月 14 日水曜日の 9 時から行いますの

で、きょう提出いただいた資料については、読み込んでいただきますようによろしくお願
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いいたします。 

そのほか委員の皆さんから何かございませんか。 

○千綿委員 

すいません。 

資料請求、これ急がない分でお願いしたいのは、所管事務調査の中で必要だと思われる

んで、幾つかあるんですけれども、今まで設計図面がない中での発注をしたことがあるか

の有無、今までですね。今から言うのは平成 29 年度でいいんですけど、平成 29 年度にな

かったら一番直近でそういった発注の方法があるのかどうかをまず。あれば、それを事例

として出していただきたいと思います。 

設計図面がない中で要するに今回発注しているわけですね。 

○山下伸二委員長 

要は、ないというか、この程度の、これくらいのということですね。 

○千綿委員 

今回と同じような発注の仕方が過去にあったかどうか。ごめんなさい。そう言ったらわ

かりやすいですね。 

それと、平成 29 年度の随意契約が何件で、その金額、それと平成 29 年度で目の中での

予算流用が何件ぐらいあったのか。 

リストとは言わないでもその件数でも結構なんで教えていただきたい。 

○山下伸二委員長 

これは総務委員会じゃなくて全部にかかわる分で目内流用の…… 

○千綿委員 

その数だけで結構なんで。 

○千綿委員 

それと、ある意味金額の幅を例えば 100 万円以内が何件とか、例えば 200 万円以下が何

件とか 1 千万円以下が何件とか、そういうくくりはあっていいんですけど、わかりやすい

ある程度の金額で流用件数がわかれば、多分時間かかると思うんで急ぎませんので。急ぎ

ませんと言ってもなるべく早くお願いしたい。 

それと、起案、この間答弁であったように件数を言われました。 

平成 29 年度にあった起案から承認まで 1 日で済んだやつが 6 件ほどあったと記憶して

いますが、その案件並びに金額。起案してその日で決裁がおりたというやつが 6 件ほどあ

ったと私は記憶していますが、そのリスト、どういった案件があったのかということをち

ょっと資料請求をお願いしたいなと思います。 

解体費の経緯はもう言っていましたよね。 

○山下伸二委員長 

それでちょっと千綿委員、確認ですけど、随意契約というのは例えば建設工事とかそう



- 43 - 

いったものでいいですよね。 

例えばシステム改修とかいろいろありますが、建設工事に絞っていいですよね。 

目内流用も、例えばいろんなものがありますよね、総務費だけじゃなくて保健福祉だと

かいろんなことがありますよね。それも全部ですか。例えば、建築改良工事とかそういっ

た要は、何か物事が動く、そういう――全部となると、全部出さないといけなくなるので、

目内となると。 

（「それはどれくらいあるのか」と呼ぶ者あり） 

いや想像つかないので。とてつもない量があると思います。 

千綿委員 

済みません、それじゃ 1,000 万円以上ということで。いや、500 万円以上か。500 万円

以上を説明ずっと説明していたので。小さい流用は多分 10 万円とか 5 万円とかいう程度

はあると思うんで、これらの説明では課長決裁と副部長決裁と総務部長決裁で 20 万円、

100 万円、300 万円だったですかね、その決裁があるんで、部長決裁以上にするか。部長

決裁上の予算の流用。そうなると多分絞れてくると。 

○江頭委員 

市民会館の解体経緯は言ったですね、これはもう 2回目ときにももらえると。 

○山下伸二委員長 

資料請求は既にしていますので。確認はしておきます。 

○野中宣明委員 

できましたら、2 回目は 14 日なので、もうできた時点で棚入れでもいいのでいただいて。 

○山下伸二委員長 

わかりました。 

それとちょっとその目内流用の金額、それは総務委員会の所管に限らずすべてとですか。 

すべてですね。 

○千綿委員 

部長決裁ということで区切ったんで、そんなに件数は多くないと思います。 

300 万円以上ですから。 

○山下伸二委員長 

流用は部長決裁…… 

○千綿委員 

金額は言われたわけでしょ。 

300 万円以上って。300 万円までか。 

○山下伸二委員 

流用するのは部長決裁でしょう。 

○千綿委員 
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 そしたら基本的に 500 万円以上。件数だけでもいいですリストまでつくらなくていいん

で、大体のその 500 万円以上の流用は、目の中の流用があった分を件数として、例えばな、

経済部は経済部で何件とかという部分でも結構なんで。その金額帯も決めていただいてい

いです。 

500 万円から 1,000 万円、1,000 万円から 2,000 万円――そこの金額帯は、そちらで任

せますんで、その件数を知りたいので。 

○山下伸二委員長 

確認しますね。 

今回のような、設計図面での発注があったのかということですね。それから 29 年度の

随意契約の件数、これは建設工事等でいいということで、それとその金額ですね。それか

ら、目内流用についてはある程度金額を絞って、価格帯を踏まえてそれぞれの部でどれぐ

らいの件数あるのか出してほしいということ。それから、起案から決裁までが 1 日という

例がちょっと私もこれ記憶がないんですけれども、6 件かどうかを確認していただきます

ので、その案件がどういった中身だったのか。どういった額になってるのかということに

ついて。それから、午前中いただいておりました財産管理費、特に市民会館の解体に係る

ところがいつの時点で、不要となってどういう処理をされたのか、この点については資料

請求をしたいというふうに思います。 

ほかに。 

○野中宣明委員 

はい、資料請求でお願いしたいのが、教育委員会から普通財産に所管がえされています

ので、そのときのいわゆる起案書とか多分そういったものがあると思うんで、そのときの

内容がわかる関連資料を一式求めたいと思います。 

○山下伸二委員長 

きょう出していただいた経緯まとめの 4 ページのところの 1 月 5 日ですね。1 月 5 日金

曜日、方針決裁、決裁者は市長で財産引き継ぎ、教育総務課から財産活用課へ。ここのと

ころですね。この起案資料ですね。 

恐らく、今後、11 月 14 日以降、これの説明を受ける中で、これについての資料とか説

明とか出てくると思いますので、その点については、そういった資料の要求があれば、そ

の都度またいただければというふうに思います。 

ほかに皆さんから何かございませんか。 

なければ、よろしいですかね。 

そうしましたら 11 月 14 日以降の総務委員会の審査日程につきましても、14 日の日に、

次の日程を決めたいと思いますので、委員の皆さんにおかれましては、日程がわかるもの

をお持ちいただきますように、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 


